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22002244 年年度度  事事業業報報告告おおよよびび決決算算報報告告ににつついいてて  

以下に掲載する 2024 年度事業報告書および決算報告について、総会の承認を求める。 

ⅠⅠ．．22002244 年年度度のの主主なな取取組組みみ  

本年度の主要な事業として、「こどもがみらいへの選択肢を増やせるために」の声明文（2024 年 8

月 15 日）の発出、および「ふくしの福袋」（2025 年 1 月 4 日）の開催を実施した。「社会福祉士会

が贈る ふくしの福袋～分野を超えて～」には 187 名の来場があり、盛況を呈した。事務局体制を強

化するために就業規則の変更、ICT 化と経理や総務部門の外部委託化を行った。 

ⅡⅡ．．22002244 年年度度  決決算算報報告告  

全体としては 200 万円弱の黒字となった。経常収益は前年比 100.4％とほぼ横ばいだが、予算比は

98.2％若干の減少となった。管理費は前年比 76.3％、予算比 94％の減少であった。長年勤務した職

員の退職に伴う人件費の減少が主な要因である。現在、事務局業務の約 4割が「ぱあとなあ」に関す

るものであり、名簿登録料や受任会費の見直しを含め、登録員からの事務委託費の在り方について、

慎重に検討を進める必要があると認識している。さらに、会計システムの導入により月次での予算執

行状況が把握可能となり、秋には補正予算も実施した。最終の決算では、予算に計上された人件費が

執行されていない委員会もあり、活動がボランタリーに支えられている実態が明らかとなった。この

点については、来年度の是正に向けて、各委員会への働きかけを行っていく。 

ⅢⅢ．．22002244 年年度度  事事業業報報告告  

会に寄せられた相談を契機として、「声明文の発出」を実施した。緊急理事会の開催、「点と線」

での意見募集、地域集会での意見交換など、活発な議論が行われた。最も権利が守られていない立場

に寄り添う姿勢を、会として明確に示した。結果として、学校に入学できた者・できなかった者、千

葉県で学校に入れず都内へ転居した高校生など、さまざまなケースが存在している。 

依然として十分な権利保障はなされておらず、引き続き注視していく所存である。今後も、県民から

の相談に丁寧に対応できる会であり続けたいと考えている。 

また、2025 年 1月には専門職交流会「ふくしの福袋」を開催し、多くの参加、好評の声があった

ほか、「女性や若手の登壇を促進すべき」「登壇者には報酬を支払うべき」との意見も寄せられた。

今後は、意見を踏まえ改善しながら、専門職による勉強会や交流の機会をさらに拡充していく。 

事務局体制の強化として、就業規則の改定（常勤職員の勤務時間を 7時間から 8時間へ変更）およ

び会員ページの作成（現在進行中）に着手した。また、2025 年 4月から正規職員を 3名体制とた。

理事・事務局の入れ替わりへの対応として、総務・会計の一部業務および、2025 年 4 月からは会員

管理も日本社会福祉士会へ委託し、バックアップ体制を整備した。 
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ⅣⅣ．．組組織織運運営営とと今今後後のの課課題題  

会費収入の減少は、入会によるメリットや価値が十分に伝わっていないことの表れである。ICT 化

による業務負担の軽減と、報酬支給を含む活動の活性化に向けた体制づくりが求められている。ま

た、専門職向けの研修や交流の場が不足していること、県民フォーラムが長年開催できていないこと

も改善すべき課題である。会員数は 1,700 名を超えているが、役員との関係性は希薄であり、会の活

動や会員の悩みが十分に把握されていない。この点については、地域集会や専門職交流会等を通じて

改善を図っていくことが急務と考えている。 

委員会活動は、千葉県社会福祉士会において極めて重要な役割を果たしている。しかしながら、現

行制度では、理事の中から委員長が選任され、理事改選のたびに委員長が交代するケースも多く、継

続的な委員会活動の阻害要因の一つになっている。今後は、担当理事と委員長の役割を明確にし、委

員会の目的・役割・機能を再整理したうえで、再編を進めていく必要がある。 

「ぱあとなあ」が大規模な組織となった今、他の委員会と同列に扱うのではなく、会計的にも一定の

独立性を持たせるべきとの提案も出ている。この点についても、今後さらに丁寧な議論を深めていく

必要がある。 

ご意見・ご提案があれば、遠慮なく役員までお寄せいただきたい。 

本報告が、会員一人ひとりの声を反映した会づくりの一助となることを願っている。 

 

１．総会及び理事会の開催と会の運営 

【総会】 

第 12 回定時総会 

開催日 2024 年 6月 23 日  千葉県社会福祉センター 大会議室 

議案第 1号 2023 年度事業報告及び決算報告について（2023 年度監事監査報告書） 

議案第 2号 役員の選任について 

【理事会】 

第１回理事会 

開催日 2024 年 5月 12 日 千葉県社会福祉センター3階 中会議室 2 

出席者 榑林、山口、古澤、伊藤、白井、及川、秦野、松本、四ノ宮、石橋、宮下、服部 

中村、吉留、菅野、水野、片山、市原、岡本(武)、澁澤 

欠席者 瀧澤、浅見、高橋、竹嶋 

＜議事・報告＞ 

 代議員について 

 能登半島地震における支援要請について 

 苦情について 

 2024 年度第 12 回定時総会資料（案）について 

 2023 年度事業報告  

 決算報告について 

 役員の選任について  
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 新入会員の承認について 

 ぱあとなあ名簿登録規程の改正について  

第 2 回理事会 

開催日 2024 年 6月 23 日 千葉県社会福祉センター 3 階大会議室 

出席者 榑林、山口、古澤, 白井、秦野、及川、瀧澤、松本、浅見、四ノ宮、石橋、宮下、服部 

中村、水野、吉留、菅野、片山、岡本、渋沢 

欠席者 高橋、市原、竹嶋 

＜議事・報告＞ 

 第 12 回定時総会について 

 新入会員の承認について 

 倫理委員会の補欠の選出について 

 

第 3 回理事会 

開催日 2024 年 6月 23 日 千葉県社会福祉センター3階 大会議室 

出席者 服部、古澤、及川、秦野、白井、浅見、松本、石橋、塩原、寺﨑、野村、大森、澁澤、

堀江 

＜議事・報告＞ 

 新役員による会長互選および三役の選任 

 

第 4 回理事会 

開催日 2024 年 8月 24 日 千葉県社会福祉センター3階 中会議室 1 

出席者 澁澤、白井、古澤、及川、伊藤、堀江、野村、大森、浅見、秦野、寺﨑、服部 

中村、吉留、片山、水野、菅野、岡本(武)、榑林 

欠席者 塩原、石橋、松本、谷口、四ノ宮 

＜議事・報告＞ 

 各委員会の委員の承認について 

 新入会員の承認について 

 司法福祉委員会第三回学習会（全国版）における、事例提供について 

 

第 5 回理事会 

開催日 2024 年 11 月 9日 千葉県社会福祉センター3階 中会議室 1 

出席者 澁澤、白井、古澤、及川、伊藤、堀江、塩原、松本、大森、浅見、秦野、寺﨑、服部 

中村、吉留、水野、谷口、榑林 

欠席者 野村、石橋、四ノ宮、岡本(武)、片山、菅野 

＜議事・報告＞ 

 就業規則変更について 

 会員管理について 

 令和 7年 1月 4日ふくしを語ろうについて 

 会員からの持ち込み相談 

 新入会員の承認について 

 補正予算について 
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第 6 回理事会 

開催日 2025 年 1月 18 日 千葉県社会福祉センター3階 中会議室 1 

出席者 澁澤、白井、古澤、及川、伊藤、堀江、松本、野村、大森、秦野、寺﨑、服部 

片山、中村、吉留、水野、谷口 

欠席者 塩原、浅見、石橋、菅野、岡本(武)、谷口、榑林 

＜議事・報告＞ 

 就業規則の変更について 

 事業計画について就業規則について 

 令和 7年 1月 4日社会福祉士が贈るふくしの福袋~分野を超えて 開催報告 

 新入会員の承認について 

 

第 7 回理事会 

開催日 2025 年 3 月 15 日 千葉県社会福祉センター3階 中会議室 1 

出席者 澁澤、白井、古澤、及川、伊藤、堀江、塩原、野村、大森、浅見、秦野、寺﨑、服部 

中村、水野、片山、谷口 

欠席者 石橋、四ノ宮、岡本(武)、菅野、榑林、吉留 

＜議事・報告＞ 

〔経営戦略会議での意見〕 

・ 2025 年度（R7）事業計画（案）について 

・ 専門職向け研修（ソーシャルワークの実践力向上）について 

・ ICT の活用について 

・ 本会の組織改革（委員会の再編）について 

・ 県民への社会福祉啓発活動の推進について 

・ 2025 年度（R7）予算案について 

・ 就業規則について 

２．（公社）日本社会福祉士会への活動参加 

⚫ 綱紀委員会委員 市原久夫 

⚫ 多文化ソーシャルワークプロジェクト委員会委員 南野奈津子 

⚫ 全国生涯研修委員会議 浅見雅人 

⚫ 司法福祉担当者会議  寺﨑丈春 

⚫ 都道府県ぱあとなあ連絡協議会 古澤肇 秦野隆治 堀越広喜 

⚫ 都道府県社会福祉士会災害担当者会議 服部明 田邊慎悟 

 

３．本会が推薦した各種委員等 

【外部委員（推薦）】 

⚫ 千葉市社会福祉協議会千葉市成年後見支援センター日常生活自立支援事業契約締結審査会 

法人後見業務審査会及び市民後見人審査会委員  石橋大輔 

⚫ 市原市障がい者支援課市原市障害者介護給付費等審査会委員    

大戸優子、飯田俊男、佐藤滋洋 
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⚫ 柏市社会福祉協議会かしわ福祉権利擁護センター 令和 5年度候補者調整会議 四ノ宮章 

⚫ 千葉県後見支援センター契約締結審査会委員  櫻井絢子 

⚫ 柏市地域包括支援課柏市権利擁護ネットワーク会議（全体会)、高齢者に関する専門部会 

委員、成年後見制度に関する専門部会委員 古澤肇 

⚫ 流山市社会福祉協議会流山市成年後見推進センター 地域ネットワーク会議委員 古澤肇 

⚫ 千葉県健康づくり支援課  令和 5年度千葉県地域リハビリテーション協議会員 松本友寿 

⚫ 千葉県障害福祉課 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく 

地域相談員 朽名高子 白井正和 

⚫ 千葉県高齢者福祉課千葉県高齢者保健福祉計画策定・推進協議会委員  谷口さなえ 

⚫ 浦安市社会福祉協議会浦安市社会福祉協議会理事  市川惠子 

⚫ 松戸市地域包括ケア推進課松戸市成年後見制度利用促進協議会委員  四ノ宮章 

⚫ 船橋市権利擁護支援定例会議委員 塩原貴子 

⚫ 茂原市地域包括支援センター運営協議会委員 澁澤茂 

⚫ 千葉県健康福祉部健康づくり支援課 

令和 6年度千葉県地域リハビリテーション協議会員 髙木憲司 

⚫ いすみ市社会福祉協議会法人後見事業運営委員 塚越立身 

⚫ 流山市社会福祉協議会流山市成年後見推進センター地域ネットワーク会議 古澤肇  

⚫ 浦安市福祉部障がい事業課浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会委員 長尾景子 

⚫ 千葉県社会福祉協議会令和 6年度千葉県新地域支援事業推進協議会 谷口さなえ 

⚫ 日本社会福祉士会 多文化ソーシャルワークプロジェクト委員会 南野奈津子 

⚫ 柏市社会福祉協議会かしわ福祉権利擁護センター運営委員会の委員推薦 古澤肇 

⚫ 佐倉市社会福祉協議会 

佐倉市成年後見支援センター受任調整会議および地域連携ネットワーク協議会構成員  

高美修次 

⚫ 千葉県社会福祉協議会 千葉県運営適正化委員会委員 目黒義昭 宮間秀二 

⚫ 千葉市社会福祉協議会千葉県地域福祉フォーラム幹事会委員 宮本哲男 

⚫ 茂原市社協もばら後見支援センターもばら後見支援センター運営委員 北山静香 

⚫ 八千代市健康福祉部福祉総合相談課八千代市権利擁護ネットワーク推進協議会委員 市川澄子 

⚫ 市原市社協市原市成年後見支援センター成年後見制度利用促進調整会議  

犬伏謙介 朽名高子 

⚫ 柏市社会福祉協議会かしわ福祉権利擁護センター 井部泰子 太田和美 岡田敬 

⚫ 千葉市地域包括ケア推進課成年後見制度利用支援ケース検討会専門職派遣  

勝股健一 佐野由佳里 

⚫ 柏市地域包括支援課柏市地域包括支援センター運営協議会委員 工藤淑子 

⚫ 千葉市社会福祉協議会 

成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークの構築に向けた専門調査会 佐野由佳里 

⚫ 八千代市社会福祉協議会権利擁護支援ケース検討会(受任調整会議)委員 市川澄子 

⚫ 市川市福祉部地域包括支援課市川市成年後見制度等地域連携ネットワーク会議構成員 

  吉武美樹 

⚫ 浦安社会福祉協議会うらやす地域福祉活動計画 V策定委員会 和田千鶴子 
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⚫ 成田市高齢者福祉課成田市成年後見支援センター成田市成年後見制度利用促進協議会委員 

  髙橋利宏 

⚫ 浦安社会福祉協議会後見支援委員会委員 長尾景子 

⚫ 芝山町成年後見制度利用促進協議会委員 岡元千秋 

⚫ 佐倉市社会福祉協議会 

佐倉市成年後見支援センター受任調整会議および事例検討会構成員 髙梨子淳一 

⚫ 佐倉市高齢者福祉課成年後見制度利用促進委関する検討会委員 髙梨子淳一 

⚫ 市原市高齢者支援課市原市介護認定審査会委員 勝亦雅美 増田宏幸 佐藤裕幸 

【講師派遣・外部講師依頼】 

⚫ 2024 年 4月 22 日 佐倉市社会福祉協議会日常生活自立支援事業生活支援員・市民後見人名簿 

登録者スキルアップおよび法人後見支援員研修 秦野隆治 

⚫ 2024 年 6月 29 日 山武市社会福祉協議会  

虐待防止研修（山武市社協の就労継続支援 B型 3事業所職員向け） 竹嶋信洋 

⚫ 2024 年 7月 16 日 9 月 24 日 10 月 17 日  12 月 13 日  松戸市地域包括ケア推進課 

成年後見制度地域巡回講演会・個別相談会 古澤肇  

⚫ 2024 年 8月、9月 千葉市社会福祉協議会社会福祉士養成課程相談援助実習生へ講義 

 竹嶋信洋 

⚫ 2024 年 9月 14 日 社労士成年後見千葉成年後見人養成研修 小川晴雄 

⚫ 2024 年 10 月 24 日 富里市居宅介護支援事業者・サービス事業者連絡会 

ヤングケアラー～家族支援を考える～チームとしてかかわる支援の意義 古澤肇 

⚫ 2024 年 12 月 14 日 2025 年 1 月 11 日 木更津市社会福祉協議会 

市民後見人養成講座 梶原幸夫 遠坂貴志 

⚫ 2024 年 10 月 3日、15日 佐倉市社会福祉協議会令和 6年度介護職員初任者研修講師  

岡本崇広 

⚫ 2024 年 10 月 8日 千葉県介護保険関係団体協議会 

令和 6年度千葉県介護保険関係団体協議会研修会 秦野隆治 

⚫ 2025 年 3月 16 日、23日 山武市社会福祉協議会市民後見人フォローアップ講座 

古澤肇 秦野隆治 堀越広喜 

                                         

４．後援・協賛 

⚫ 2024 年 9月 5 日 （一社）千葉県作業療法士会 第 25 回千葉県作業療法士学会 

⚫ 2024 年 12 月 9日～2025 年 1 月 31 日(動画配信) 成田市社会福祉協議会 

精神障がい者ピア・サポーター養成講座(開催記念講演会) 

 

５．その他の活動  

⚫ 2024 年 4月 16 日  関東甲信越ブロック県士会災害支援連絡会議派遣要請説  服部明 

⚫ 2024 年 5月 17 日 第 74 回 社会を明るくする運動千葉県推進委員会会議 伊藤佳世子 

⚫ 2024 年 5月 25 日 千葉司法書士会令和 6年度(第 64 回)定時総会懇親会 白井正和 

⚫ 2024 年 6月 11 日 千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

 千葉県災害福祉支援ネットワーク協議会 服部明 星野渉 
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⚫ 2024 年 6月 14 日 千葉県企画管理部教育政策課高校改革推進室 千葉県立松戸向陽高等学校 

 千葉県福祉系高校人材育成コンソーシアム設立総会 竹村葉子 

⚫ 2024 年 7月 12 日 千葉県社会福祉協議会第１回千葉県新地域支援事業推進協議会 谷口さなえ 

⚫ 2024 年 7月 17 日 千葉県健康福祉部高齢者福祉課千葉県高齢者権利擁護・身体拘束廃止推進 

事業委託」に係る受託者選定審査委員会 榑林元樹 

⚫ 2024 年 8月 1 日 千葉県社会福祉協議会 

 令和 6年度千葉県災害ボランティアセンター設置・運営訓練 服部明 

⚫ 2024 年 8月 6 日 令和 6年度千葉県いじめ問題対策連絡協議会 榑林元樹 

⚫ 2024 年 9月 5 日 千葉県社会福祉協議会 

令和 6年度第 2回千葉県災害ボランティアセンター連絡会定例会議 服部明 

⚫ 2024 年 10 月 20 日 千葉県防災危機管理部  

災害対策室九都県市合同防災訓練 (いすみ会場) 服部明 

⚫ 2024 年 11 月 3日 千葉県介護福祉士会千葉県介護福祉士会設立 30 周年記念式典 澁澤茂 

⚫ 2024 年 11 月 5日 船橋市地域包括ケア推進課  

第 2 回船橋市権利擁護支援等推進協議会 山本誠一 

⚫ 2024 年 11 月 14 日 千葉県社会福祉協議会 第 74 回千葉県社会福祉大会 堀江亜希子 

⚫ 2025 年 1月 11 日 千葉県社会福祉協議会 

令和 6年度千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）フォローアップ研修 服部明 

⚫ 2025 年 1月 11 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

令和 6年度楽しく学べる！はじめての成年後見講座 堀越広喜 秦野隆治 長友直美 

⚫ 2025 年 1月 22 日 千葉県君津健康福祉センター・君津ふくしネット 大塚歩 

⚫ 2025 年 1月 28 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

成年後見制度利用促進体制アドバイザー派遣（富津市） 遠坂貴志  

⚫ 2025 年 3月 5 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

令和 6年度千葉県後見支援センター関係機関連絡会議 秦野隆治 

⚫ 2025 年 3月 5 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

令和 6年度法人後見専門員研修会 秦野隆治 

⚫ 2025 年 3月 6 日 千葉市成年後見支援センター 

令和 6年度千葉市における成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク協議会  

犬伏謙介 

⚫ 2025 年 3月 10 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

⚫ 成年後見制度利用促進体制整備のための千葉県域会議 体制整備アドバイザー派遣 古澤肇 

⚫ 2025 年 3月 10 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

令和 6年度成年後見制度利用体制整備のための千葉県域会議 秦野隆治 

⚫ 2025 年 3月 10 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

令和 6年度成年後見制度利用促進セミナー 秦野隆治 

⚫ 2025 年 3月 11 日 千葉県介護保険関係団体協議会  

千葉県介護保険関係団体協議会第 2回幹事会 松本友寿 

⚫ 2025 年 3月 13 日 千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター 

成年後見制度利用促進体制整備アドバイザー派遣（九十九里町） 秦野隆治 
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６．各委員会・部会 

（１） 総務委員会 

①企画部会 

⚫ 企画部会・世話人合同会議 

（第 1回）日時：6月 28日（金）19：00～20：00      参加者：11 名 

① 新体制説明 

② 地域集会 制度、様式の説明 

・ 点と線への同封を希望する場合、期日に間に合うよう企画を進める 

・ 地域集会が終了したら都度報告、請求書を事務局へ提出する 

③ 情報共有 

・ 今年企画したい地域集会の内容、日時（予定が決まっていれば） 

・ 参加していただいている会議などから感じたこれから社会福祉士会として取り組むべきこと 

（長期的な展望も踏まえて） 

・ 新入会員が参画しやすくなるための企画アイデア 

 

（第 2回）日時：3月 25日（火）19：00～20：00     参加者：10 名 

① 報告事項 

・ エクセル書式の事業実施・収支報告書を一部変更する。 

・ ペーパーレス化と印刷代のコスト、10月から郵便料金値上がりを背景もあり、 

・ R７年３月末の 117 号から今まで発行していた各関係機関には発行を取りやめる。 

・ ソーシャルワーカーまちぶらカフェ 年 2回実施報告 

② 協議事項 

・新規入会者に対して世話人からダイレクトに連絡できる仕組みがあってもいいかも。 

例えば入会申込時に、世話人と連絡先共有の同意みたいなものがあればいいと思うが、一旦今の 

入会申し込み書を含め確認してみる。 

・世話人ではない人が自主団体で企画したものを実施希望があった場合はどうするのか？ 

まずは事務局に相談して頂き、事務局経由で総務委員長が連絡調整して判断する流れ。 

また世話人が認めれば、地域集会として認めるものもあるが、このあたりのシステム化が出来てい

ない。システム化に関しては要検討。 

 

＜地域集会開催内容＞ 延べ 15 回 391 名（前年度延 16 回 691 名） 

 

 地域 内容 開催場所・形式 参加人数 

4 月 20（土） 

10：00～12：00 

千葉市花見川区・

習志野市・八千代

市地区+船橋市・

鎌ケ谷市地区合同

地域集会 

『子ど 「子どもの当たり前

の暮らしを実現し

たい』という願い

を具現するために

習志野市實籾の地

に建設が進む『實

籾パークサイドハ

オンライン 43 名 
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ウス』。その事業開

始に向けて前進奮

闘するプロジェク

トリーダーの熱い

思いを、一足早く

『重い障害のある

方々が安心して自

分らしく暮らしを

楽しんでいける環

境づくり』を目指

して『おゆみ野計

画』をオープンさ

せた職員集団のリ

ーダーが、自らの

思いをオーバーラ

ップさせながら引

き出し、集会参加

者と共有します。 

5 月 15 日（水） 

19：00～21：00 

第 101 回福祉道場

（柏・我孫子・野

田・流山地域集

会） 

各分野の福祉職人か

ら孤独・孤立対策の

技、想いを配信 

オンライン 37 名 

5 月 25 日（土） 

13：30～15：30 

千葉市（中央区・

緑区・若葉区)千

葉市（稲毛区・美

浜区）花見川区、

八千代市、習志野

市、山武市 

『認知症の人と家族

＆ヤングケアラー～

家族のお手伝いして

何が悪いの？～』を

テーマに事例検討会

を行います。 

千葉県社会福祉

センター2階 

研修室 C 

50 名 

5 月 26 日（日） 

14：00～16：00 

香取海匝地区地域

集会 

地域の居場所づくり

と社会福祉士の役割

を考える 

オンライン 11 名 

7 月 17 日（水) 

19：00～21：00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

102 回福祉道場） 

 

懇親会 柏市内 23 名 

8 月 2日（金) 

18：30～20：30 

印旛地区地域集会 懇親会 四街道 27 名 

8 月 27 日（火）

19:00～21:00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

103 回福祉道場） 

 

【臨時道場】『多様

性を認め合う共生社

会の中で福祉は届く

のか ～外国ルーツ

オンライン 23 名 
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の子ども達を守るた

めに～』 

国際医療福祉大学 

細谷 幸子師範 

淑徳大学 

松尾 加奈師範 

千葉大学  

佐々木綾子師範 

8 月 30 日（金） 

18：30～20：30 

市原地区地域集会 「若手社会福祉士と

一緒に勉強しよう」

若手社会福祉士数名

が持っている事例や

悩みに対し、みんな

で検討する 

社会福祉法人 

琢心会  

デイサービス 

たつみの森 

27 名 

9 月 7日（土） 

13：00～16：30 

千葉市（中央区・

緑区・若葉区)千

葉市（稲毛区・美

浜区）花見川区、

八千代市、習志野

市、山武市 

「多分野多職種が集

まり千葉の未来を”

我が事”としてちゃ

んと考える」勉強会 

 

千葉県社会福祉

センター 

2 階研修室 C 

50 名 

9 月 18 日（日） 

19：00～21：00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

104 回福祉道場） 

 

「能登半島 DWAT で

の活動報告」 

 

柏市社会福祉 

協議会 

7 名 

11 月 20 日

（水）   

19：00～21：00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

105 回福祉道場） 

 

出稽古『共に良く生

きる場を作るため

に』 

カフェ・スペース

「馬鈴薯の芽」  

オーナー  

中山 慶子 師範 

オンライン中継 10 名 

12 月 7 日（土） 

13：00～17：00 

印旛合同地域集会

（精神保健福祉士

協会東総ブロック

共同） 

人の死と意思決定支

援 第 2話遺産トラ

ブルと後見制度 

四街道市総合 

福祉センター 

30 名 

1 月 15 日（水） 

19：00～21：00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

106 回福祉道場） 

 

選本稽古】『第三回

福祉道場版ビブリオ

バトル ～この一冊

をあなたに～』 

柏市社会福祉 

協議会 

6 名 

１月 10 日（金） 

18：30～20：30 

市原地区地域集会 意見交換会 市原市内 30 名 
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3 月 19 日（水）

19：00～21：00 

我孫子・柏・流

山・野田地区（第

107 回福祉道場） 

 

『多発性硬化症の方

を支えるために ～

ともに考える～』 

 郡司 千代子師範、

訪問看護ステーショ

ンしおり代表取締役 

箕輪 和子師範 

オンライン 17 名 

 

 

●千葉県ソーシャルワーカー三団体連絡協議会  

千葉県医療ソーシャルワーカー協会、千葉県精神保健福祉士協会と協議を行い、研修を実施。 

『地域で生きる』を支援する～かかわり・つながり・協働する～外国人支援の基礎知識 

開 催 日：1月 13 日（月・祝）13時半～17時 

場   所：千葉市役所 

参 加 者：35名 

内   容：「地域で生きる」を支援する 基調講演 武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授 木下大生 

 

●ソーシャルワーカーまちぶらカフェ 

社会福祉士が活躍している現場を見学することで、実践に近い学びと、交流を行うことを目的に実施 

１回目：7月 20 日（土）13：30～16：30 17：00～懇親会 

参加者 5名 

場所：へーベル village 東千葉  千葉市文化センター 

講演：ハウスメーカーにおける社会福祉士の役割 

  旭化成ホームズ株式会社 シニア・中高層事業推進本部 シニア事業推進部 マーケティング課 

森山喜子氏 

新築で翌週から新規入居者が入る前に特別に見学ツアーを実施した。 

後半の講演と座談会では、居住支援がテーマとなり住む場所の大切さ、一方で契約社会における家族等の

役割の比重さ、住処を選択できるからこその新たな課題の共有を行った。 

 

2 回目：令和７年 1月 11日土曜日 13：30～16：30  

認定 NPO 法人ニュースタート 千葉県市川市宝 2－10－18  

参加者１３人 

ニート・引きこもりの自立支援を主に行っている法人。令和６年１２月をもって新規相談受付を終了し

た。引きこもりの支援の紹介から、グループワークを行い、引きこもりの支援は若い人のイメージがある

が、実は就職氷河期を経験してきた世代が一番多い。引きこもりに至るきっかけ等は全世代に共通するも

のがあった。 
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②広報部会 

ア、機関誌『点と線』発行 2024 年度 年 3回発行 

● 第 115 号   

≪特集≫ 「新体制、始動！」 

・ 会長挨拶 

・ 新理事紹介 

・ ストレートネックマンの部屋 

・ 地域集会 

・ インタビュー 

・ 社会福祉士の「わ」 

・ 事務局便り  

発行数 2,500 部 全 12 頁 2024 年 8 月発送及び配信          

配布 会員数 1,669 名（内、発送 1,112 件、メール配信 557 件） 

賛助会員 2名、関係機関 933 件 

● 第 116 号   

≪特集≫ 「司法の世界を福祉のメガネで覗いてみた」 

・ 保護司に聞いてみた 

・ 弁護士に聞いてみた 

・ 千葉精神医療人権センターが設立されました 

・ 社会福祉士の「わ」 

・ 地域集会（市原地域） 

・ ソーシャルワーカーまちぶらカフェ 

・ 外部理事・監事・相談役紹介 

・ 石川県被災地支援の現場から 

・ 「こどもがみらいへの選択肢を増やせるために」の声明文について 

・ 事務局便り 

発行数 2,000 部 全 16 頁 2024 年 11 月発送及び配信 

配布 会員数 1,685 名（内、発送 930 件、メール配信 755 件） 

賛助会員 2名、関係機関 933 件 

 ● 第 117 号 

≪特集≫ 「社会福祉協議会で活躍するソーシャルワーカー」 

・ 石川県被災地支援の現場から 

・ 社会福祉士の「わ」 

・ 地域集会 印旛合同地域 

・ まちぶらカフェ・ふくしの福袋 

・ 支援者支援の居場所 

・ 認定社会福祉士 

・ 事務局便り 

発行数 1,000 部 全 12 頁 2025 年 3 月発送及び配信 

配布 会員数 1,672 名（内、発送 841 件、メール配信 831 件）、賛助会員 2名 

 

12



13 
 

イ、広報部会の活動 

  編集会議、編集作業、発注・発送作業（各年 3 回） 

  ＊発送作業は、就労継続支援 B型事業所に委託した。 

ウ、変更事項 

第 5回理事会の意見をもとに、今後の『点と線』の送付・配信方法を検討。 

 ・ペーパーレス化を進める。 

 ・関係機関（障害関連機関、包括、社協、養成校）へ『点と線 116 号』発送時に紙媒体終了のお知らせ

を同封。賛助会員の募集、ホームページの閲覧を案内。 

 ・点と線 117 号より、関係機関へ紙媒体の発送を中止とし、会員向けに冊子を 1,000 部発行。今後も会

員のメール配信を推進していく 

 

（２） 総合相談委員会 

 総合相談委員会では、高齢分野、障がい分野の専門研修事業等を中心に活動を行った。 

今年度も高齢者虐待防止対策研修および高齢者虐待対応現任者標準研修事業（受託事業）を千葉県

から委託を受け開催。オンライン開催と集合現地開催を併用し、研修内容や目的に応じた研修の機

会を提供した。 

また、高齢者虐待対応専門職チームへのチーム員派遣については、6回の派遣要請があり対応した。

対応できる会員が減ってきている状況がある中、日本社会福祉士会が主催する虐待対応専門研修を

コロナ対応の影響で中途未受講となっていた会員を再度受講させ、チームに新たなメンバーとして

加えることができた。 

相談支援従事者専門コース別研修【意思決定支援】は 2 回目の開催で、本年度から事業計画に則っ

た研修となった。国の指導者養成研修を受講した 4 名の講師（内 3 名が会員）が中心となり集合研

修を行った。加算の対象とはならない研修にもかかわらず関心は高く、募集に対し 2 倍近い応募が

あった。受け入れ態勢については次年度の検討としたい。 

さらに、1月 4日（土）開催の「ふくしの福袋」で探った他分野・他機関との交流については、総合

相談委員会の活動の軸であるべきイメージとして印象に残った企画であった。 

 

①高齢者虐待防止事業 

ア 高齢者虐待防止対策研修および高齢者虐待対応現任者標準研修事業（受託事業） 

⚫ 管理職、初任者向け 

開 催 日：2024 年 7 月 31 日(水) 117 名参加：オンライン 

⚫ 現任者向け（市町村・地域包括職員向け） 

開 催 日：2024 年 10 月 10 日(木) 80 名参加：オンライン 

2024 年 10 月 16 日(水) 80 名参加：オンライン 

2024 年 10 月 22 日(火) 80 名参加：現地集合 

⚫ 専門研修（市町村・地域包括職員向け） 

開 催 日：2025 年 2 月 17 日(月)  88 名参加：現地集合 

 

イ 高齢者虐待対応専門職チームへの参加（受託事業） 

・チームメンバー派遣回数  6 回 
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②意思決定支援研修 

開 催 日：2025 年 3 月 17 日（月） 42 名参加：現地集合 

 

(３） 研修委員会 

いままでは、リーダー会議と全体会議に絞って会議を行っていたが、個々の研修企画に特化した

会議に集約して会議の回数を大幅に減らし、効率化を図った。基礎研修ⅡⅢについては、オンラ

イン研修とeラーニング及び集合研修を兼ねた研修を実施した。JC教育研究所Web模試問題作成は

本試験の問断数が変わったものの大きな変化はなく実施した。社会福祉士実習指導者研修は、通

常通り集合型研修にて開催した。ただ、新たな研修として実習指導者フォローアップ研修は開催

できたが、倫理綱領研修及び地域共生社会の実現研修は一定の定員に達することができず、開催

はできなかった。 

①  委員会・部会会議 

●2024年9月10日（火）18：30～20：20リーダー会議（zoom会議） 

出席者：浅見雅人 堀江亜希子、矢戸孝紀、近藤涼子、萩野史啓 竹村葉子 

・基礎研修 来年度の日程調整 

・JC教育研究所 模擬試験及び解答解説作成 

・2024年度 実習指導者養成講座 

・新研修企画（地域共生社会の実現、倫理綱領研修、実習指導者フォローアップ研修） 

 

●2025年3月3日（月）19：00～20：00リーダー会議（zoom会議） 

出席者：浅見雅人、堀江亜希子、矢戸孝紀、近藤涼子、萩野史啓、田尻真人  

・令和7年度の研修委員会事業に向けて 

・基礎研修ⅠⅡⅢの現状 

・JC教育研究所の委託本試験コメント及び解答解説の結果報告 

・実習指導者養成研修・実習指導者フォーロアップ研修の実施状況 

・地域共生社会の実現研修、倫理綱領研修の開催不可について 

 

●2024年12月5日（木） 18：30～20：00 全体会議（ZOOM会議）  

出席者： 浅見雅人、堀江亜希子、矢戸孝紀、竹村葉子、市原久夫、塩原貴子、田井忍、

俵はるみ、三瓶雅俊、矢野昭宏、吉田志保、吉田光成、吉野利奈、近藤涼子 

・2024年度 活動報告 

・新企画進捗情報 

（地域共生社会の実現研修、倫理綱領研修、実習指導者フォーロアップ研修） 

・2025年度 活動予定 

 ・基礎研修Ⅰ～Ⅲの申し込み状況 

 ・新たな企画について 

 

●2024年7月25日（木）19：00～20：30 第1回 倫理綱領研修 オンライン（zoom会議） 

出席者： 浅見雅人、堀江亜希子、市原久夫 

 ・専門性にあった倫理綱領に即したどのような研修企画が良いか検討 
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●2024年8月22日（木）19：00～20：30 第2回 倫理綱領研修 オンライン（zoom会議） 

出席者： 浅見雅人、堀江亜希子、市原久夫、矢野明宏 

 ・研修プラグラムについて 

 ・社会福祉士の価値観及びジレンマの取り組み 

 ・グループワークの導入について 

●2024年10月24日（木）19：00～20：30 第3回 倫理綱領研修オンライン（zoom会議） 

出席者： 堀江亜希子、市原久夫 矢野明宏 

・開催日時の調整・講師及びスタッフの配置・予算の明確 

・研修の流れ、進行方法と目的の明確について 

 

●2025年3月26日（水）19：00～20：30 基礎研修講師養成研修修了者打ち合わせ 

オンライン（zoom会議） 

出席者：田尻真人、小野寺浩、俵はるみ、吉田志保、白井正和、三浦俊哉、 

市原久夫、堀江亜希子 

・基礎研修Ⅰ～Ⅲの講師について 

・令和6年度の研修開催状況報告 

・令和7年度の研修開催予定について 

 

●2024年10月29日（火）19：00～20：30 第1回 地域共生社会の実現研修 

オンライン（zoom会議） 

出席者： 福間勝可、白井正和、塩原貴子、石橋大輔 

・開催日程の調整及び会議の確保、料金の設定 

 

●2024年11月28日（木）14：00～15：20 第2回 地域共生社会の実現研修 

オンライン（zoom会議） 

出席者：福間勝可、白井正和、塩原貴子、石橋大輔 

・ＰＲ方法と今後のスケジュール 

 

●2024年12月26日（木）14：30～15：20 第３回 地域共生社会の実現研修 

オンライン（zoom会議） 

出席者：福間勝可、白井正和、塩原貴子、石橋大輔 

 ・申し込み状況 

 ・今後の開催の有無について 

  

② 研究大会 県民公開講演  

2024年度は、対象講演がない為、中止とした 

 

③ 主な研修事業 

基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等 

●基礎研修Ⅰ（一部ｅラーニング受講及びZOOMにて実施） 
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第1回：2024年9月8日（日）9:30～17：00   

講  師：各委員会委員長、堀江亜希子         受講者58名 

第2回：2025年2月1日（土）9:30～17：00  

講  師：田尻真人                         受講者56名  

 

 

●基礎研修Ⅱ（ZOOMオンライン研修、☆目印：集合研修にて実施） 

第 1 回：2024年  5月26日（日）9:30～17：00 講師：小野寺浩   受講者40名 

第 2 回：2024年  6月 9日（日）9:30～17：00 講師：小野寺浩  矢戸孝紀 

受講者40名 

第 3 回：2024年  7月14日（日）9:30～17：00☆講師：小野寺浩  受講者40名 

第 4 回：2024年  8月25日（日）9:30～17：00 講師：矢戸孝紀  受講者40名 

第 5 回：2024年  9月22日（日）9:30～17：00☆講師：矢戸孝紀  受講者40名 

第 6 回：2024年 10月20日（日）9:30～17：00 講師：石山明子  受講者40名 

第 7 回：2024年 11月10日（日）9:30～17：00 講師：石山明子  受講者40名 

第 8 回：2024年 12月 1日（日）9:30～17：00  講師：石山明子  受講者40名 

第 9 回：2025年  1月19日（日）9:30～17：00 講師：矢戸孝紀  受講者40名 

第10回： 2025年  2月16日（日）9:30～17：00☆講師：石山明子  受講者40名 

 

●基礎研修Ⅲ（ZOOMオンライン研修、☆目印：集合研修にて実施） 

第 1 回：2024年  6月 8日（土）9:30～17：00  講師：浅見雅人  受講者42名 

第 2 回：2024年  7月13日（土）9:30～17：00  講師：浅見雅人  受講者42名 

第 3 回：2024年  8月24日（土）9:30～17：00  講師：俵はるみ  受講者42名 

第 4 回：2024年  9月21日（土）9:30～17：00  講師：俵はるみ  受講者42名 

第 5 回：2024年 10月19日（土）9:30～17：00☆講師：宮本哲男  受講者42名 

第 6 回：2024年 11月30日（土）9:30～17：00 講師：浅見雅人  受講者42名 

第 7 回：2025年  1月18日（土）9:30～17：00 講師：田尻真人   受講者42名 

第 8 回：2025年  2月15日（土）9:30～17：15☆講師：浅見雅人   受講者42名 

 ※基礎Ⅰ～Ⅲ いずれも、第1回開講前に接続テストを行い、受講生の受講環境の 

確認等を実施 

 

●社会福祉士実習指導者講習会 

2024年11月22日（土）、2024年11月23日（日） 

開催場所：千葉県社会福祉研修センター2階研修室C 

講   師：田尻真人、白井正和、神山裕也 

受講者（修了者）：35名 

 

●JC教育研究所Web模試問題作成 

・2024年8月 模擬試験問題 19科目・150問納品 

・2025年2月 国家試験解答分析 19科目 (速報コメント作成) 

・2025年3月 国家試験解答解説 19科目・129問納品 （新試験となり21問減） 
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●実習指導者フォローアップ研修（新研修） 

（日本ソーシャルワーク教育学校連盟 千葉県支部との共催） 

2025年3月1日（土）10：00～15：00 

会場 ： 千葉県社会福祉センター3階 中会議室② 

講師：稲垣美加子（淑徳大学から派遣）、田尻正人、神山裕也 

参加人数 16名 

●その他の研修について 

倫理綱領研修・地域共生社会の実現研修は参加人数10名以下となり定員に達することができず、

開催中止となる。 

 

④  日本社会福祉士会主催委員会及び各種研修への委員派遣について 

●2024年度 第1回 全国生涯研修委員会会議（ZOOM会議） 

2024年5月12日（日）13：00～16：20 

出席者：浅見雅人 

 

・ 報告「事前調査の結果について」 

  「機構認証研修のオンライン活用について」 

・事例紹介「研修運営の工夫についての県士会からの事例紹介」 

・討議「研修運営の工夫について」 

 

●2024年度 第2回 全国生涯研修委員会  

2024年9月28日（土）11：00～16：30 

出席者：浅見雅人、萩野史啓  

会 場：全国理容生活衛生同業組合連合会 9階会議室 

・報告「事前調査結果」「広報の取り組み」 

・報告「生涯研修管理システムの案内」 

・討議１「倫理綱領・行動規範について」  

・討議２「基礎研修の課題評価の仕方について」  

・討議３「災害時の情報共有、連携の在り方について」 

 

●2024年度基礎研修講師養成研修 

2025年2月1日（土）、2025年2月2日（日）開催（ZOOM） 

日本社会福祉士会主催 令和5年度基礎研修講師養成研修 5名推薦 

推薦者： 市原久夫、吉田志保、田岡由紀子、三浦俊哉、大森匠 

 

（４）権利擁護センターぱあとなあ千葉運営委員会 

1．2024 年度 全体概況 

2024 年度、ぱあとなあ千葉の事業は、後見人等の受任件数が 2,200 件、登録員数が 361 名、家庭

裁判所からの推薦依頼件数も 548 件といずれも過去最高を記録した。また、その他に、市町村等か

らの相談や依頼（いわゆる B案件）も増えている一方で、辞退案件が 90件に達した。 
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「辞退 90 件/推薦 548 件＝16.4％」現状では、受任できる登録員が限られており、辞退せざるを

得ない状況である。 

また、後見人の病気や高齢による辞任が増加するという課題も生じている。 

 

2．担い手不足と社会的役割の認識 

2025 年 1月、社会福祉士会主催「ふくしの福袋」にて、三士会（弁護士・司法書士・社会福祉士）

および行政書士（コスモス）との意見交換を実施し、県内における後見人・担い手不足の深刻な状

況を改めて共有した。今後は、家裁も含め、三士会、法人後見団体、市民後見人も併せて、受け皿

の確保をどうするかの議論が必要である。また、2025 年 4月開始の全国家庭裁判所統一新書式導入

に向けて、家庭裁判所との事前協議を行い、登録員に対しては、変更による注意点など研修・配信

等による情報共有を重ね、準備を進めてきた。市民後見人や法人後見団体にも講師として説明を行

っている。 

 

3．国の動向と連動した重点取組 

国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、権利擁護支援チームによるチームケア推

進、本人意思の尊重、意思決定支援の強化をテーマに活動を推進した。中間検証では、地域間格差、

制度利用支援事業の拡充、苦情対応、リスク管理の必要性が指摘されており、これらの課題を踏ま

え、研修テーマに反映するなど、改善に取り組んでいる。 

 

4．事務局体制・業務負担軽減の取組 

事務局体制については、担当事務局員が 2 年目を終え、運営委員との業務分担が段階的に実施でき

るようになった。新ホームページやフォーム活用、研修資料・ぱあとなあニュースの ICT 化・ペー

パーレス化により、業務負担軽減も進んだ。運営委員 15 名、協力員 32 名の体制のもと、業務推進

を図った。2024 年度より、運営委員長に月額 2万円、副委員長に月額 1万円の役職手当を名簿登録

料から支給している。今後は、支部移行も見据え、役割や手当額についても検討を進めていく。 

 

5．登録員支援・リスク管理への対応 

登録員支援体制として、電話相談、受任者面談、各種研修、ぱあとなあニュースでの注意喚起を強

化している。増加している苦情については、会の苦情受付窓口とも連携を図り適切に対応している。 

 

6.今後に向けて（2025 年度に向けて） 

・組織、事務局の強化（業務分担と効率化、支部制移行を見据えた中長期的な体制整備） 

・財政基盤の整備  （名簿登録料・受任会費の見直し議論） 

・登録員の支援と業務改善（受任支援・電話相談充実・勉強会支援・高齢化・多数受任・苦情対

応・リスクマネジメント・人材育成、名簿登録の課題整理） 

・ICT 化推進（ぺーパーレス継続、業務デジタル化による効率化、ホームページ充実）  

・研修の充実と標準化（受講要件、意思決定支援と権利擁護支援チーム、新書式対応） 
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ぱあとなあ千葉 登録員数と受任状況の推移    2025 年 3月 31 日現在

年  度 登録員数 登録抹消 推薦依頼数 総受任件数 辞退件数

2016 年度 ２２５名 ２０１件 ９３７件

2019 年度 ２６３名 ４２６件 １４０２件

2020 年度 ３０２名 ４１６件 １５７４件 ６件

2021 年度 ３２０名 ４名 ４３４件 １８３７件 １８件

2022 年度 ３２４名 １３名 ４６８件 １９２２件 １９件

2023 年度 ３４１名 ５名 ４８６件 ２１０７件 ７１件

22002244 年年度度 ３３６６１１名名 ２２３３名名 ５５４４８８件件 ２２２２００００件件 ９９００件件 

ぱあとなあ千葉登録員 年齢層（平均 62 歳）

※平均年齢 62 歳 約 4割は 65 歳以上 表にはないが、男性４割（140 名） 女性 6割（216 名）

※65 歳以上は、143 名 39.4％、75歳以上は、50名 13.8％。

年齢層 登録員数 割合（％）

30～39 才 1 名 0.3％

40～49 才 47 名 13.0％

50～59 才 105 名 29.3％

60～64 才 65 名 18％

65～69 才 51 名 14％

70～74 才 42 名 11.6％

75～79 才 37 名 10.2％

80～84 才 11 名 3％

85～90 才 2 名 0.6％

合 計 361 名 100％

1名
0.30%

47名
13.00%

105名
29.30%

65名
18% 51名

14%
42名

11.60%
37名

10.20%
11名
3%

2名
0.60%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

ぱあとなあ登録員の年齢層
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2025.3.31 現在

※65 歳以上の受任件数は、816 件（37％）、再計 75 歳以上の件数は 243 件（11％）50 名

※78 歳以上は 55 件、6名、80 歳以上は、16 件で 2名

※75 歳以上の方には、新規案件は、控えていく。今後、健康状態、認知機能、後見方針について、必

要に応じ、確認をしていく。

受任件数 登録員数 割合（％）

未受任 80 名 22.5％

1 件～5件 154 名 43.6％

6 件～10 件 52 名 14.5％

11 件～15件 24 名 6.7％

16 件～20件 18 名 5.1％

21 件～25件 9 名 2.5％

26 件～30件 12 名 3.4％

31 件～35件 6 名 1.7％

36 件～40件 1 名 0.3％

合  計 356 名 100％

支部別登録員数 登録員 運営委員 協力員

① 本庁 85 名 2 名 7 名

② 松戸 98 名 5 名 10 名

③ 市川 63 名 4 名 6 名

④ 佐倉 47 名 2 名 3 名

⑤ 一宮 10 名 0 名 1 名

⑥ 木更津 17 名 1 名 1 名

⑦ 佐原・八日市場 19 名 1 名 3 名

⑧ 館山 14 名 0 名 ２名

⑨ その他（県外） 3名 0名 0名

合  計 356 名   15 名 32 名

20
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７．運営委員会事業 

第１回（2024 年 4 月）～第 9回（2025 年 3 月）運営委員会 オンライン 9 回開催した。 

主な議事・確認事項は以下の通りである。運営委員 15 名（定員 18 名）である。 

   運営委員長：古澤肇（理事）（4期） 

副委員長：秦野隆治（理事）（1期）安藤宏之（2期） 堀越広喜（2期） 

   越後谷恒春（4期） 長尾景子（3期）小川知美（2期）飯田義也（2 期） 

長友直美 （2期） 浅見雅人（2期）助川純子（1期）市川澄子（1 期） 

中島佐智子（1期） 梶原幸夫（1期）因田貴則（1期）  

 

・2023 年度事業報告、2024 年度事業計画 

・委員推薦、講師派遣について 

・家裁との協議（地区別意見交換）、各自治体の中核機関との連携、県社協アドバイザー派遣   

・登録員の相談、苦情について 

・研修部会（研修受講要件、各研修） 

・コーディネート部会 （受任要件、電話相談、訪問相談）  

・業務管理部会 （活動報告システム、随時報告、終了報告、個別面談） 

・報酬助成審査会 （報酬助成申請案件の可否審議、受任会費除外申請の確認）  

・ぱあとなあニュース、未成年後見、独立型社会福祉士、会計について 

・R7 年 4月からの裁判所統一新書式について 

 

８．研修事業 

2024 年度の必須登録員研修では、「チームケア」を年間テーマに掲げた。淑徳大学・菅野道生先生を講

師に迎え、実践的な講義を通じて、地域福祉およびインフォーマル支援の重要性を再確認した。登録

員については、必須登録員研修を年 1 回以上受講することが名簿登録の要件となっている。未受講者

35 名には録画視聴と課題提出を要請したが、来年度以降は、受講管理を厳格に整備する方針である。

名簿登録の更新要件についても再検討し、参加費徴収を含めた制度見直しを進める予定である。千葉

サポート研修における未受任者、および受任から 3 年未満の登録員のカウント方法についても、来年

度以降、再整備を図る。                      

研修内容については、来年度も引き続き「意思決定支援」および「チーム支援」を中心テーマとする

予定である。 

また、レベルアップ研修と弁護士との事例検討会については、今年度の 3回開催から 4回開催に戻す。

支援者向け活用講座は、参加者が少なかったことから、来年度は 1 日集中型に変更し、より実践的な

内容とする。                                      

人材育成研修・名簿登録研修では、毎年、課題のある受講生が数名見受けられる。レポート提出期限、

レポート内容の到達度、受講態度、修了試験の結果等を総合的に判断し、対応を整備している。未成

年後見人の勉強会については、来年度よりあり方を見直し、研修部会の位置づけのもと再編成を検討

していく。 
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「必須登録員研修」→実施３回（ZOOM 開催２回、参集開催 1回） 延べ 348 名参加（不参加 35名）  

１回目 2024 年 6 月 29 日  チームケア    菅野道生氏 172 名参加     

２回目 2024 年 6 月 2日  チームケア    菅野道生氏  98 名参加       

３回目 2025 年１月 25日  チームケア     菅野道生氏  78 名参加    

※35 名未受講 ⇒未受講者は、レポート提出（17 名） 

☆2023 年度から、欠席は原則認めず、やむを得ない場合は、理由を添えてもらっている。 

 

「千葉サポート研修」 延べ 304 名参加 ※平均約 50 名参加 未受任＋受任 3年未満の要件  

第 1 回 2024 年 4 月 20 日  初回報告と報告システム   助川純子 堀越広喜     37 名 （参集型）       

第 2 回 2024 年 6 月 2日  身上保護・財産管理     吉武美樹             50 名 （ZOOM）   

第 3 回 2024 年 8 月 31 日 死後事務               山本誠一            63 名 （ZOOM）         

第 4 回 2024 年 10 月 26 日 困難事例とチームケア    四ノ宮章            23 名 （参集型） 

第 5回 2024 年 12 月 1日 居住用不動産処分        安藤宏之          53 名 （ZOOM）  

第６回 2025 年 2 月 15 日  新書式と家裁とのかかわり 古澤肇            78 名 （ZOOM）  

 

「レベルアップ研修」  3 回開催 ZOOM 開催 延べ 100 名参加 

第 1回 2024 年 5 月 18 日 レジリエンス               根岸和政氏   43 名参加  

第 2 回 2024 年 9 月 7日  私たちのありかたが人間関係を左右する 根岸和政氏   28 名参加 

第 3回 2025 年 12 月 7日 弁護士との事例検討会              中村恒平氏  29 名参加 

 

「成年後見人材育成研修」（委託研修）    

  全 4回開催 千葉県社会福祉センター 41 名（内茨城県 5名）参加（参集型） 

  第１回 2024 年 7月 13 日 第 2 回 8 月 24 日 第 3 回 10 月 5日 第 4 回 11 月９日  

 

「名簿登録研修」 千葉県社会福祉センター  2024 年 12 月 13 日  34 名（参集型） 

 

「支援者のための成年後見制度活用講座」（公益目的事業） 千葉県社会福祉センター    

   2024 年 11 月 16 日、11 月 17 日 18 名 （参集型） 

  →来年度は、1日の企画に変更予定 

 

「未成年後見勉強会」 ZOOM 開催 25 名参加 ※ぱあとなあ登録員以外の参加 12名 

   2024 年 8月 21 日 こどもアドボカシー 若者支援の難しさを紐解く 安井飛鳥氏  

 

９．コーディネート事業 

2024 年度（2024 年 4 月 1 日～2025 年 3月 31 日）における、家庭裁判所からの後見人等の推薦依頼件

数は 548 件となり、前年度の 520 件から約 28 件増加した。受任候補者を推薦できず辞退した案件は

90 件で、前年度の 71件から 19 件増加している。 

現在、10 名のコーディネート担当者が、それぞれの担当地区（家庭裁判所支部）における依頼案件に

対応し、推薦候補者を選定、順次電話で案件説明・受任打診等を行っている。現状では、受任できる

登録員が限られており、辞退もやむを得ない状況にある。 また、原則として「受任後 1か月間は新た

な受任を控える」運用とし、登録員の負担軽減に努めている。 
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コーディネーターの業務負担も大きいため、任期は 1年とし、交代時期は毎年 8月としている。 

2025 年 4月からは、家庭裁判所からの推薦依頼書の送付方法を、郵送から Eメールによる送信へ切り

替える。 これは、ICT 化・ペーパーレス推進、郵送費高騰、郵送に要する時間短縮等を踏まえた対応

である。 

なお、年間 30 件以上の受任をしている登録員、フルタイムの本業があり兼務で 15 件以上受任してい

るに対する登録員、ルールの整備は、今後の課題となっている。また、75 歳以上の登録員の健康状態

についても、引き続き慎重に確認を行いながら、受任調整を進めている。 

 

2024 年度 家裁別推薦依頼数の実績（ ）内は、2023 年度     2025.3.6 時点 

千葉家裁 

（全体） 

本庁 松戸 市川 佐倉 木更津 佐原 一宮  八日 

市場 

館山 県外 

516 

（486） 

121

（137） 

111

（113） 

128

（104） 

60

（51） 

26

（23） 

13

（19） 

20

（13） 

24

（16） 

10

（10） 

3 

 

2024 年度類型別家裁からの推薦依頼数（2023 年度） 

 

 

 

 

 

相談事業（公益目的事業） 

2024 年度の電話相談対応件数は 132 件であり、内訳は一般 45 件、登録員 89 件（前年度 138 件）であ

る。一般の方からの相談には、後見人の紹介依頼も増加傾向にある。また、中核機関等がスタートし

たこともあり、相談件数は概ね横ばいで推移している経験の浅い登録員には、積極的に相談事業の活

用を促している。登録員に対する相談・支援体制としては、電話相談、受任者面談の機会拡大、初心

者同行支援、初任者初回報告相談の利用促進を図っている。 

 

2024 年度 電話相談実績 132 件（前年 135 件）   

 

 

 

 

 

 

 

類    型 成年後見 保  佐 補   助 

516（486） 

 

361 （354） 116   （95） 39   （37 ） 

 70％（73％） 22.5％（19％） 7.6％（8％） 

    相談先経路    件   数 

本人・家族や関係機関からの相談 45 件（前年 60 件） 

ぱあとなあ登録員からの相談 89 件（前年 75 件） 
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10．業務管理（活動報告書の読込、受任者面談）事業 

【活動実績】 

2024 年度の活動報告書（定期報告）は、登録員 356 名を対象に、2,200 件提出された。（昨年比＋93

件）。部会員・協力員 10名により、2025 年 2 月〜3月にかけて読込作業を実施した。 

提出率は高かったものの、21 名が提出遅延となっている。4、5月には、活動報告の内容とリスクを

踏まえ、20 名（うち 7名はケース相談希望）の受任者面談を予定している。 

【課題】読込作業を通じて、以下の課題が明らかになった。 

• 家裁への報告年月日の修正漏れが多く見られた（昨年のまま記載しているケースあり） 

• 活動報告システムの機能に課題があり、登録員・読み込み担当、事務局ともに負担がかかっ

ている。 

• 随時報告の提出が遅延する事例が依然として見られる（家裁への報告後、速やかに提出すべ

きところ） 

• 登録員の高齢化・病気、多数受任リスク（30 件以上受任者）への対応も、重要な課題と捉え

ている。 

【対応策】 

• 活動報告システムについては、日本社会福祉士会に対し、改善要望を継続して提出してお

り、今後は文書による回答も求めていきます。 

• 随時報告の提出について、今年度より「家裁報告後、遅くとも 1か月以内に提出」というル

ール改定を検討中である。 

• 登録員に対しては、困った際には「ぱあとなあ電話相談」や「個別面談」、「勉強会」等を

活用するよう改めて周知している。 

• リスク管理として、2024 年 3 月〜2025 年 2 月にかけて、臨時面談 7件を実施し、リスクの早

期発見と対応を行った。 

• 今後も、登録員が安心して後見活動を続けられるよう、支援体制の強化に努めていく。 

11．登録員に対する苦情対応 

【現状】 

ここ数年、登録員の後見活動に関して、関係者からの要望・相談・苦情が増加している。 

市町村、中核機関、サービス事業所、本人・家族など、様々な関係機関・関係者から苦情が寄

せられている。 

【主な苦情内容】 

• 登録員と本人・関係者との連絡が取れない 

• 支援者間での意見の相違 

• コミュニケーションに課題がある 

• 被後見人との関係不調 

• 関係機関との不和 

• 支援が非常に難しいケース など 
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【対応方針】 

登録員への支援・指導を強化するため、次のような取り組みを行っている。 

• 「本人・関係者と連絡が取れる体制」の整備 

• 「チーム支援」「支援方針のすり合わせ」「役割分担」の徹底 

• 「上から目線にならない配慮」「約束・時間・期限の厳守」の再周知 

※これらの注意喚起は、個別面談、ぱあとなあニュース、各種研修を通じて実施している。 

【具体的な対応】 

• 苦情が寄せられた登録員には、個別面談による指導・助言を行っている。 

• 問題が改善しない場合には、コーディネート推薦を保留する対応を取っている。 

• 課題が発生した際には、速やかにぱあとなあ千葉へ連絡・相談することを徹底している。 

• 登録員の高齢化や病気等による辞任相談についても、事前連絡を周知している。 

【事前・事後の報告が必要なケース】 

以下の場合は、事前・事後の相談・報告をお願いしている。 

• 後見事務に困難が生じた場合（事前に電話相談または事務局へ） 

• 事件・事故が発生する可能性がある場合（事前相談・事後報告） 

• 辞任を検討している場合（事前相談） 

• 任意後見契約を行う場合（事前に書類提出） 

• インシデントが発生した場合（活動報告システムで事後報告） 

 

12．報酬助成審査会           

ぱあとなあ千葉の報酬助成申請について、2024 年度は、8件の申請（うち 7件が承認・1件が取り

下げ）となった。助成総額は約 1,047,500 円。この助成は、報酬の受領が困難な案件に対して支援

する制度。申請には、以下のような要件や必要書類があり、申請を検討される場合は、事前に事務

局へ相談が必要であることをぱあとなあニュースで周知している。 

【2024 年度 報酬助成審査会 開催実績】 

• 年間開催：5 回（4月・7月・11月・2月・3月） 

• 申請件数：8 件（7件承認・1 件取り下げ） 

• 支給件数：7 件 

• 支給総額：1,047,500 円（前年度：12 件・1,270,000 円） 

受任会費の収入については、2024 年度より上限撤廃。2024 年度は、3,350,000 円（対象件数

1,670 件）の納付があり（前年度：234 万円）。登録員からの受任会費は、こうした助成制度の

運用をはじめ、活動の基盤となる大切な財源であり、引き続き、ご理解とご協力を継続してい

く。金額についても来年度以降、検討していく。 

13．渉外・ソーシャルアクション 

県内各自治体において、成年後見制度利用促進計画の策定が進み、中核機関等の設置が本格化し

ている。ぱあとなあ千葉としては、これらの取組に積極的に関与し、委員派遣、アドバイザー出
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席、講師派遣を引き受けてきた。成年後見制度利用支援事業の整備・拡充については、引き続

き、各自治体、県、国に対して働きかけを行っていく。また、中核機関の稼働が本格化する中、

委員派遣・講師派遣体制についても、支部ごとに整備を進める予定である。 

 

14．未成年後見・独立型社会福祉士部会準備会・法人後見 

  ・ 未成年後見については、受任中の案件は新規がなく 2件である。来年度からは研修部会に統

合する予定である。 

・ 独立型社会福祉士準備会については、2024 年 8 月 7日に大発表会を実施し、千葉県社会福

祉センターにおいて 17名が参加した。 

・ 法人後見については、受任中の案件は 0 件となった。2024 年 10 月に法人後見を辞任し、個

人後見等へ移行している。今後については、法人後見の在り方を含め、会として慎重に検討を

進めていく。 

・ リスクマネジメント部会については、来年度に部会再開に向けた準備を進めていく予定であ

る。 

15．支部作りの準備 

・ 支部づくりについては、現在準備を進めている。5年前からの課題である登録員の増加、依

頼件数の増大、苦情対応の必要性、中核機関や市民後見等の協力体制の拡充を踏まえ、ぱあと

なあ千葉の諸事業（コーディネート、研修、相談・支援・苦情対応）を担う支部体制（裁判所

ごとの地域別支部）の検討を進めている。2024 年度は、本庁圏域において勉強会の立ち上げ

支援を行った。 

16．参考資料 県内の中核機関の設置状況 
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17．小さな輪を 大きな力へ 

地域共生社会とは、制度や分野の枠、そして「支える側」「支えられる側」という関係を超え、 

すべての人が、地域のなかで尊厳をもって自分らしく暮らすことを目指すものである。 

ぱあとなあ千葉においても、各地で小さな輪が育まれ、つながり合い、地域に根ざした確かな歩み

を続けている。 

支部制の推進も視野に入れ、中央と地域のバランスをとりながら、名簿登録料・受任会費の見直し

議論など、課題にも着実に取り組んでいく。 

理事・運営委員長として、任期最後の一年を迎えるにあたり、希望も課題も胸に、皆さんとともに

次代の道を開いていきたい。小さな輪を大きな力へ。ともに支えあい、育み、明日を紡いでいく。 

 

（５） 司法福祉委員会 

2024 年度も日本社会福祉士会研修認証機構の認定研修、刑事司法ソーシャルワークの実務研修（基礎

編・応用編）をオンライン Zoom と千葉県弁護士会館でのハイブリッド研修で実施した。近年は他県から

の受講者が増加傾向にあり、今年度は凡そ半数の受講者が県外からの申し込みであった。2024 年は研修

ライセンスの更新年度となり、申請にあたって認証機構の研修運営ガイドラインに基づき 2025 年度から

はオンラインでの開催を予定している。刑事司法ソーシャルワーカー登録員数は今年度 8名の登録があ

り、現在 57 名となっている。これに対してマッチング支援の依頼件数は今年度 2件と少ない結果となっ

た。マッチング依頼件数を増やすために、支援を担当するソーシャルワーカーに対する伴走的なバックア

ップと学習会や事例研究などによる登録員の意識と支援品質の向上が課題として残った。2025 年度は刑

事司法ソーシャルワーカー登録員に対する情報発信の強化と学習会や事例研究の拡充を計画している。 

 

 ① 運営委員会の開催  

臨時司法福祉委員会 

 開催日：2024 年 4 月 13 日(土)10：00～12：00 

 開催場所：オンライン Zoom 

 参 加 者：8名（宮下、寺﨑、大浦、吉田、松丸、野村、山本、小川） 

 内 容：2024 年度のスタートにあたり各担当より計画と意見を述べあう。 

  

 第 1回司法福祉委員会 

 開 催 日：2024 年 6月 15 日（土）10：00～12：00 

 開催場所：オンライン Zoom 

 参 加 者：10 名（宮下、寺﨑、野村、青沼、大浦、松丸、山本、服部、井出、小川） 

 内 容：認定研修・基礎編、応用編の役員確認、学習会の企画案出し。 

     

 第 2回司法福祉委員会 

 開 催 日：2024 年 9月 21 日（土）10：00～12：00  

 開催場所：オンライン Zoom 
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 参 加 者：10 名（寺﨑、野村、吉田、青沼、大浦、松丸、伊藤、山本、服部、山本） 

 内 容：認定研修・基礎編の反省。応用編の段取り確認。学習会広報戦略を打合せ。 

  

 第 3回司法福祉委員会 

 開 催 日：2024 年 12 月 21 日（土）10：00～12：00  

 開催場所：オンライン Zoom 

 参 加 者：8名（寺﨑、野村、宮下、大浦、吉田、服部、井出、小川） 

 内 容：認定研修・応用編の反省。各担当より報告。来期の展望を議論。 

 

第 4 回司法福祉委員会 

 開 催 日：2025 年 3月 22 日（土）10：00～12：00  

 開催場所：オンライン Zoom 

 参 加 者：9名（寺﨑、野村、宮下、大浦、青沼、服部、山本、井出、小川） 

 内 容：新任、辞任委員挨拶。2025 年度委員会開催日検討。  

 

② 研修 

日本社会福祉士会認定研修開催 

開催場所:千葉県弁護士会館とオンライン Zoom によるハイブリッド研修  

基 礎 編：令和 6年 7月 20 日、21日 

受 講 者：53名 

応 用 編：令和 6年 10 月 5 日、6日 

受 講 者：41名 

 

③ マッチング支援 

  2024 年度の受任件数は 2件 

 

④ 学習会 

 第 1回学習会 

    開 催 日：2024 年 8月 17 日（土）（10：00～12：00） 

    開催場所：オンライン Zoom 

    参 加 者：11名 

     内    容：事例発表 「特定少年の特殊詐欺ケース」 

    講  師：井出敦子氏（司法福祉委員会） 

 

 第 2回学習会 

    開 催 日：2024 年 10 月 19 日（土）10:00～12:00 

    開催場所：オンライン Zoom 

    参 加 者：20名 

    内  容：『DV防止法の改正と課題～再加害防止と司法の役割』 

講  師：松村歌子氏（関西福祉科学大学 教授） 
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第 3回学習会 

    開 催 日：2025 年 2月 16 日（日）10:00～12:00 

    開催場所：オンライン Zoom 

    参 加 者：26名 

    内  容：刑事司法におけるソーシャルワーク実践 

～社会につなげる更生支援計画～  

講  師：野村充津子氏（司法福祉委員会） 

 

（６） 災害対策委員会 

〇令和 6年度災害対策委員会執行体制 

 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 令和 3年度 

委員長 服部 明 服部 明 服部 明 安藤 宏之 

副委員長 大森 匠 / 塩原 貴子 伊藤 佳世子 伊藤 佳世子 服部 明 

研修・広報担当 星野 渉 / 田辺 慎吾 塩原 貴子 伊藤 佳世子 ＊＊＊ 

〇災害対策委員会の開催 

 ・日 時：令和 6 年 7月 13 日(土)午前 10 時 00 分～11時 30 分 参加者 4名（オンライン） 

 

〇大規模災害発生時の被災地支援活動 

【令和 6年能登半島地震に伴う被災地支援活動】 

＊＊＊令和 5年度における活動＊＊＊ 

・第 1回災害支援本部会議：令和 6年 1月 8日（月）午後 7時～8時 参加者 12 名（ZOOM） 

・第 2回災害支援本部会議：令和 6年 1月 25 日（木）書面開催（回答入力用フォーム送信） 

・第 3回災害支援本部会議：令和 6年 2月 18 日（木）書面開催（回答入力用フォーム送信） 

 

＊＊＊令和 6年度における活動＊＊＊ 

・石川県社会福祉士会からの会員派遣による支援の要請 

（於 4 月 16 日（日）午後 8時～9時 関東甲信越ブロック社会福祉士会臨時会） 

   ・災害対策委員会緊急会議：4月 20日（土）午後 2時～3時 参集：委員長、副委員長ほか 

・第 4回災害支援本部会議：4月 22 日（月）午後 7時～8時 参加者 5 名（ZOOM） 

・第 1回会員派遣説明会・選考会：5月 11日（土）午前 10時～11 時 決定者 5名（ZOOM） 

・第 2回会員派遣説明会・選考会：7月 13日（土）午前 10時～11 時 決定者 3名（ZOOM） 

・第 3回会員派遣説明会・選考会：9月 1日（日）午前 9時 30～10 時 30 分 決定者 2名（ZOOM） 

・第 4回会員派遣説明会・選考会：10 月 19 日（日）午前 9時 30～10 時 30 分 決定者 2名（ZOOM） 

・第 5回会員派遣説明会・選考会：11 月 10 日（日）午前 9時 30～10 時 30 分 決定者 1名（ZOOM） 

・第 6回会員派遣説明会・選考会：12月 29 日（日）午前 10 時～11時 決定者 1名（ZOOM） 

・第 7回会員派遣説明会・選考会：令和 7年 1月 31 日(金）午後 7時 30～8 時 30 分  

決定者1名（ZOOM） 

・第 5回災害支援本部会議：令和 7年 2月 12 日（水）午後 7時～8時 参加者 5名（ZOOM） 
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＊＊＊活動実績（令和 7年 3月 31 日時点）＊＊＊ 

・延べ派遣者数：17 人 

・延べ活動日数：57 日 

・活動補助金支給合計額：285,000 円 

 

〇被災地支援活動協力員名簿の登録者数 

65 名（令和 7年 3 月 31 日時点。直近の登録名簿更新：令和 5年 10 月） 

 

〇千葉県社会福祉士会 基礎研修Ⅰにおける委員会紹介 

日 時：令和 6年 9月 8日（火）午前 10時～12時 社会福祉センター 

出席者：塩原災害対策副委員長 

内 容：大規模災害対応ガイドラインの説明など 

 

〇コミュニケーションメディア『災・コ・メ』の発行と配布 

 目 的：災害対策委員会と被災地支援活動協力員の間のコミュニケーションを強化する 

媒 体：A4 サイズ 2枚程度の PDF ファイル 

配 布：被災地支援活動協力員メーリングリストにてメール添付送信 

  実 績：8月に臨時号を発行（委員長副委員長、研修担当の紹介） 

  

〇被災地支援活動協力員とのコミュニケーション メーリングリストによる情報共有 

 目 的：災害対策委員会と被災地支援活動協力員の間のコミュニケーションを強化する 

媒 体：E-メール（災害対策委員会→社会福祉士会事務局→協力員） 

内 容：被災地支援活動協力員メーリングリストにて、災害情報、支援活動情報を送信 

  実 績：適時、インターネットを中心に情報を収集し、一斉送信 

 

〇情報共有 FACEBOOK グループ『災害ソーシャルワーカー交流空間』 

 目 的：本会会員間の即時・双方向のコミュニケーションツールの創出 

運 用：令和 6年 2月 25 日運用開始 

参加者：32 人（令和 7年 3月 31 日現在） 

  実 績：適時、被災地支援活動に関する報道の転載、被災地派遣者の活動報告の掲載 

 

〇日本社会福祉士会  

・関東甲信越ブロック社会福祉士会災害連携会議（オンライン） 

日 時：令和 7年 1月 21 日（火）午後 7時～8時 30 分 

出席者：欠席 

内 容：各県士会からの報告、意見交換 

・都道府県社会福祉士会災害担当者会議（オンライン） 

日 時：令和 7年 3月 9日（日）午前 10時～12 時 

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：内閣府 基調講演「災害ケースマネジメントの『これから』」 

県士会からの報告（石川県社会福祉士会、山形県社会福祉士会）、意見交換 
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〇奈良県社会福祉士会災害担当委員会との交流（オンライン） 

日 時：令和 6年 11 月 2 日(土)午後 7時～午後８時 30分  

出席者：服部災害対策委員長、星野災害対策委員ほか 

内 容：両県社会福祉士会のおける災害対策、石川県被災地への支援活動など 

 

〇神奈川県社会福祉士会『2024 年度災害支援活動者養成研修』における活動報告 

日 時：令和 7年 2月 23 日(日)午後 1時～3時 

報告者：服部災害対策委員長 

内 容：2019 年台風 15 号による災害に際して他県社会福祉士会から支援を受けた経験 

 

〇千葉県災害ボランティアセンター連絡会 災害 VC 立ち上げ訓練 

日 時：令和 6年 8月 1日(木）午前 10時～午後 4時 社会福祉センター 

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：情報確認、伝達など 

 

〇第 45 回九都県市合同防災訓練（千葉県会場） 

日 時：令和 6年 10 月 20 日(日)午前 10 時～12 時 

出席者：服部災害対策委員長 

場 所：いすみ市大原中学校 

参 加：災害ボランティアセンター運営訓練に運営スタッフとして参加 

 

〇千葉県 DWAT 令和 6 年度フォローアップ研修 

日 時：令和 7年 1月 11 日(土)午後 12時 30 分～午後 4時 30 分 社会福祉センター 

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：石川県能登半島地震における千葉県 DWAT の活動など 

 

〇千葉県災害復興支援士業ネットワーク  

・令和 6年度意見交換会（オンライン） 

日 時：令和 7年 1月 31 日(金)午後 4時～午後 6時  

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：各団体における支援活動など 

 

・災害講演会 

 日 時：令和 7年 3月 11 日(火)午後 6時～午後 8時  千葉県弁護士会館 

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：災害発生時におけるこどもの支援 

 

〇千葉県災害支援関係者連絡会議（ふさの国会議） 

日 時：令和 7年 3月 10 日(月)午後 1時～午後 4時 30 分  

出席者：服部災害対策委員長 

内 容：千葉県内の災害発生時の各団体間の連携など 
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（７） 倫理委員会 

  会員による倫理綱領違反等が疑われる事案が発生した場合、苦情手続規則に基づき倫理委員会が 

審査を行い、本会に所属する社会福祉士の倫理及び資質の向上に努めていく。  

 

（８） 松戸市居住の安定確保支援事業業務委託 

常勤の居宅移行支援員 1 名と非常勤の居宅移行支援員 1 名を事業課である松戸市役所生活支援課

内に配置し、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設に入所している生活保護受給者等に対して積

極的に支援を進めてきた。 

業務の内容は、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設に入所している生活保護受給者に対して

適切な居宅等が提供されるように支援し、また地域で安定した生活を送り定着できるように自立を

促すことにある。事業担当課である生活支援課や無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設や関連機

関との連携により、8名が居宅等への移行を完了した。 

8 名の移行先の内訳はアパート 4名、介護施設 2名、障害グループホーム 2名であった。 

2024 年度の支援対象者は 34 名、内新規対象者 11 名、支援終了者 13 名（転居や施設入所後、継

続支援をした後に課題終了となり支援終了)となった。 

高齢者、就労して転居という今までの傾向とは違って、昨今は精神障害、知的障害等何らかの障

害を持っている支援対象者が増えたことにより医療機関との連携は更に必要となり、自立支援医療、

障害者手帳、障害年金、障害福祉サービス、成年後見制度の利用等、支援内容は多岐に渡っており、

支援期間も長期化し課題も多いため連携機関もそれによって増えた。今後もこの傾向は続くと思わ

れる。 

その為、本人面談を重ねた上での十分なアセスメントと支援ネットワークの構築、支援機関との

連携が更に必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※委託期間：自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3月 31 日   委託金額： 13,209,691 円 

 

月別訪問回数
人数

月別相談回数
人数

4月 49 14 134 20
5月 32 9 89 13
6月 28 10 104 14
7月 19 7 99 15
8月 34 7 99 13
9月 32 9 126 11
10月 32 11 150 12
11月 26 8 141 12
12月 33 10 124 12
1月 18 8 112 9
2月 27 9 120 10
3月 14 7 85 11
合計 344 109 1383 152

2024年度月別支援活動数
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(単位:円)

Ⅰ　事業活動収支の部

 1. 事業活動収入

会費収入

会費収入 25,500,000 25,455,000 45,000

準会員会費収入 10,000 4,000 6,000

賛助会員会費収入 12,000 12,000 0

会費収入計 25,522,000 25,471,000 51,000

事業収入

成年後見制度支援事業収入 386,000 190,600 195,400

ぱあとなあ登録料収入 3,660,000 3,705,000 △ 45,000

ぱあとなあ千葉運営収入 6,365,000 6,446,000 △ 81,000

総務事業収入 66,000 192,000 △ 126,000

総合相談事業収入 1,484,000 1,672,680 △ 188,680

研修事業収入 6,345,600 6,013,370 332,230

司法福祉事業収入 1,635,000 1,685,200 △ 50,200

その他事業収入 14,383,691 13,369,691 1,014,000

事業収入計 34,325,291 33,274,541 1,050,750

雑収入

受取利息収入 17,735 △ 17,735

雑収入 51,823 91,020 △ 39,197

雑収入計 51,823 108,755 △ 56,932

事業活動収入計 59,899,114 58,854,296 1,044,818

 2. 事業活動支出

事業費支出

給料手当支出 14,201,150 13,264,712 936,438

賞与支出 796,400 736,400 60,000

法定福利費支出 1,200,000 728,435 471,565

退職給付支出 60,000 60,000

福利厚生費支出 965,908 45,000 920,908

旅費交通費支出 967,960 758,102 209,858

通信運搬費支出 2,187,100 2,009,603 177,497

支払手数料支出 89,231 △ 89,231

消耗品費支出 58,000 69,837 △ 11,837

印刷製本費支出 223,886 518,166 △ 294,280

賃借料支出 2,032,852 1,568,728 464,124

諸謝金支出 3,768,300 2,947,279 821,021

租税公課支出 296,546 1,362,063 △ 1,065,517

支払助成金支出 1,300,000 1,047,500 252,500

委託費支出 504,650 544,650 △ 40,000

新聞図書費支出 61,270 61,270

一般管理費支出 1,091,710 569,461 522,249

雑費支出 311,700 211,638 100,062

事業費支出計 30,027,432 26,470,805 3,556,627

収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目 予算額 決算額 差異 備考
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(単位:円)

管理費支出

役員報酬支出 1,325,000 661,800 663,200

給与手当支出 9,125,000 8,578,978 546,022

賞与支出 1,700,000 1,078,275 621,725

法定福利費支出 2,500,000 2,240,789 259,211

福利厚生費支出 220,000 172,700 47,300

旅費交通費支出 350,000 381,778 △ 31,778

役員旅費支出 150,000 212,310 △ 62,310

通信運搬費支出 1,900,000 1,929,971 △ 29,971

消耗品費支出 450,000 435,593 14,407

印刷製本費支出 950,000 803,804 146,196

水道光熱費支出 250,000 509,535 △ 259,535

賃借料支出 1,050,000 882,432 167,568

慶弔費支出 30,000 10,000 20,000

委託費支出 12,395,000 11,477,160 917,840

租税公課支出 720,000 722,337 △ 2,337

保険料支出 50,000 42,240 7,760

役員選挙事務費支出 20,000 20,000

会議費支出 110,000 45,300 64,700

諸会費支出 30,000 22,750 7,250

雑費支出 250,000 188,158 61,842

管理費支出計 33,575,000 30,395,910 3,179,090

その他の支出

法人税、住民税及び事業税 70,000 △ 70,000

その他の支出計 70,000 △ 70,000

事業活動支出計 63,602,432 56,936,715 6,665,717

事業活動収支差額 △ 3,703,318 1,917,581 △ 5,620,899

Ⅱ　投資活動収支の部

 1. 投資活動収入

投資活動収入計 0 0

 2. 投資活動支出

投資活動支出計

投資活動収支差額 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

 1. 財務活動収入

財務活動収入計

 2. 財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額 △ 3,703,318 1,917,581 △ 5,620,899

前期繰越収支差額 60,515,528 58,451,404 2,064,124

次期繰越収支差額 56,812,210 60,368,985 △ 3,556,775

―

収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目 予算額 決算額 差異 備考
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(単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 1. 経常増減の部

(1) 経常収益

受取会費

受取会費 25,455,000 27,179,000 △ 1,724,000

準会員受取会費 4,000 4,000

賛助会員受取会費 12,000 12,000

受取会費計 25,471,000 27,179,000 △ 1,708,000

事業収益

成年後見制度支援事業(継１) 190,600 190,600

ぱあとなあ登録料 3,705,000 3,471,000 234,000

ぱあとなあ千葉運営事業 6,446,000 6,446,000

総務事業 192,000 192,000

総合相談事業 1,672,680 1,672,680

研修事業 6,013,370 6,013,370

司法福祉事業 1,685,200 1,685,200

その他事業 13,369,691 27,820,368 △ 14,450,677

事業収益計 33,274,541 31,291,368 1,983,173

雑収益

受取利息 17,735 17,735

雑収益 91,020 94,069 △ 3,049

雑収益計 108,755 94,069 14,686

経常収益計 58,854,296 58,564,437 289,859

(2) 経常費用

事業費

給料手当 13,264,712 13,264,712

賞与 736,400 736,400

法定福利費 728,435 728,435

福利厚生費 45,000 45,000

旅費交通費 758,102 758,102

通信運搬費 2,009,603 2,009,603

支払手数料 89,231 89,231

消耗品費 69,837 69,837

印刷製本費 518,166 518,166

賃借料 1,568,728 1,568,728

諸謝金 2,947,279 2,947,279

租税公課 1,362,063 1,362,063

支払助成金 1,047,500 1,047,500

委託費 544,650 544,650

一般管理費 569,461 569,461

雑費 211,638 211,638

事業費計 26,470,805 27,028,850 △ 558,045

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目 当年度 前年度 増減
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(単位:円)

管理費

役員報酬 661,800 661,800

給与手当 8,578,978 8,578,978

賞与 1,078,275 1,078,275

法定福利費 2,240,789 2,240,789

福利厚生費 172,700 172,700

旅費交通費 381,778 381,778

役員旅費 212,310 212,310

通信運搬費 1,929,971 1,929,971

消耗品費 435,593 435,593

印刷製本費 803,804 803,804

水道光熱費 509,535 509,535

賃借料 882,432 882,432

慶弔費 10,000 10,000

委託費 11,477,160 11,477,160

保険料 42,240 42,240

什器備品減価償却費 26,426 26,426

租税公課 722,337 722,337

会議費 45,300 45,300

諸会費 22,750 22,750

雑費 188,158 188,158

管理費計 30,422,336 31,766,717 △ 1,344,381

経常費用計 56,893,141 58,795,567 △ 1,902,426

評価損益等調整前当期経常増減額 1,961,155 △ 231,130 2,192,285

当期経常増減額 1,961,155 △ 231,130 2,192,285

 2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計

(2) 経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額 1,961,155 △ 231,130 2,192,285

法人税、住民税及び事業税 70,000 760,800 △ 690,800

当期一般正味財産増減額 1,891,155 △ 991,930 2,883,085

一般正味財産期首残高 58,515,528 59,507,458 △ 991,930

一般正味財産期末残高 60,406,683 58,515,528 1,891,155

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高 2,000,000 2,000,000 0

指定正味財産期末残高 2,000,000 2,000,000 0

Ⅲ　正味財産期末残高 62,406,683 60,515,528 1,891,155

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目 当年度 前年度 増減
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支
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司
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(単位:円)

Ⅰ　資産の部

 1. 流動資産

現金預金 61,048,269 56,814,887 4,233,382

未収金 4,465,437 4,195,623 269,814

貯蔵品 50,932 111,377 △ 60,445

預け金 138,655 138,655 0

流動資産合計 65,703,293 61,260,542 4,442,751

 2. 固定資産

(1) 基本財産

基本財産合計 2,000,000 2,000,000 0

(2) 特定資産

特定資産合計

(3) その他固定資産

什器備品 37,698 64,124 △ 26,426

その他固定資産合計 37,698 64,124 △ 26,426

固定資産合計 2,037,698 2,064,124 △ 26,426

資産合計 67,740,991 63,324,666 4,416,325

Ⅱ　負債の部

 1. 流動負債

未払金 488,786 538,386 △ 49,600

未払費用 3,885,466 1,934,360 1,951,106

未払消費税等 728,200 728,200

前受金 1,000 1,000

預り金 160,856 336,392 △ 175,536

未払法人税等 70,000 70,000

流動負債合計 5,334,308 2,809,138 2,525,170

 2. 固定負債

固定負債合計

負債合計 5,334,308 2,809,138 2,525,170

Ⅲ　正味財産の部

 1. 指定正味財産

寄付金 2,000,000 2,000,000 0

指定正味財産合計 2,000,000 2,000,000 0

(うち基本財産への充当額) (2,000,000) (2,000,000) (0)

(うち特定資産への充当額)

 2. 一般正味財産 60,406,683 58,515,528 1,891,155

(うち基本財産への充当額)

(うち特定資産への充当額)

正味財産合計 62,406,683 60,515,528 1,891,155

負債及び正味財産合計 67,740,991 63,324,666 4,416,325

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

科目 当年度 前年度 増減
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(単位:円)

（流動資産）

現金 41,964

普通預金
千葉銀行/千葉市役所出張所
№3073671

ぱあとなあ受任会費専用 4,333,288

千葉銀行/千葉市役所出張所
№3067795

居宅確保支援事業 15,106,481

千葉銀行/千葉市役所出張所
№3056203

5,616,613

ゆうちょ銀行
No.10520-90294141

8,183,999

定期預金 基本財産を除く 6,750,272

振替口座
ゆうちょ銀行
No.00170-0-713799

会費、受講料専用 21,015,652

　小計 6611,,004488,,226699

未収金 千葉県 高齢者虐待防止対策研修 1,386,550

意思決定支援事業委託料 254,000

高齢者虐待対応市町村支援事業 32,130

松戸市 居宅確保支援事業 1,100,807

ぱあとなあ千葉運営事業 必須登録研修 332,000

千葉サポート 303,000

レベルアップ研修 196,000

未成年後見勉強会他 37,000

会員 ぱあとなあ準会員登録料 8,000

ＪＣ教育研究所 国家試験対策回答解説 572,770

会員 会費 240,000

(一社）千葉県精神保健福祉士協会 転送送料 2,860

研修事業 実習指導者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 320

　小計 44,,446655,,443377

貯蔵品 切手代　他 5500,,993322

預け金 千葉県 高齢者虐待対応研修契約保証金 113388,,665555

流動資産合計 6655,,770033,,229933

（固定資産）

基本財産 定期預金
千葉銀行/千葉市役所出張所
№3056190

基本財産 22,,000000,,000000

その他固定資産 什器備品 V-CUBEデバイス カメラ(Web会議用） 15,088

ヤマハ－YVC-1000 マイクスピーカー 22,610

　小計 3377,,669988

固定資産合計 22,,003377,,669988

資産合計 6677,,774400,,999911

財産目録
令和 7年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額
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(単位:円)

（流動負債）

未払金 日本郵便株式会社 郵送料金 157,616

千葉県社会福祉センター 水道光熱費、共益費 126,771

トヨクモ株式会社 システム利用料 66,000

ラクスル株式会社 印刷代 41,908

キャノンマーケティングジャ
パン㈱

事務用品代 26,590

アクティオ株式会社 研修施設利用料 20,740

株式会社大塚商会 クラウド利用料 16,940

株式会社ユアサ電子 ＰＣ保守料 16,500

ビッグローブ株式会社 データ通信費 15,721

　小計 448888,,778866

未払費用 事務局職員及びスタッフ 3月分給与 3,349,622

講師 謝金 199,396

千葉年金事務所 社会保険料 336,448

　小計 33,,888855,,446666

未払消費税等 千葉東税務署 確定消費税 772288,,220000

未払法人税等 千葉県税事務所、千葉市役所 法人県民税、法人市民税 7700,,000000

前受金 会員 会費 11,,000000

預り金 事務局職員及びスタッフ 源泉所得税(給与） 100,059

講師 源泉所得税(謝金） 19,397

事務局職員 住民税 41,400

　小計 116600,,885566

流動負債合計 55,,333344,,330088

（固定負債）

負債合計 55,,333344,,330088
正味財産 6622,,440066,,668833

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額

財産目録
令和 7年 3月31日現在

41



42 
 

 

監 査 報 告 書 

令和 7年 5月 9日 

 

一般社団法人千葉県社会福祉士会 

 会 長    澁澤 茂 様 

 

監事  岡本 武志  ○印 

 

監事  谷口 さなえ ○印 

 

私ども監事は、令和 6年 4月１日から令和 7年 3月 31 日までの令和 6年度における 

監査を行い、次の通り報告する。 

 

１．監査の方法と概要 

（１） 会計監査のため、帳簿、書類を閲覧し、計算書類について慎重に検討を加え、必要と思われる実査、

立会、照合、理事からの報告聴取その他の合理的方法を用いて調査した。 

監査当日の立会は事務局長、事務局員が行った。 

（２） 会計以外の業務遂行を監査するため、理事会その他の重要会議に出席し、理事からの事業報告を聴

取し、決裁書類を閲覧し、その他必要と思われる方法を用いて調査した。 

 

２．各会計及び財産の確認 

（１） 一般会計の預金の年度末残高は、千葉銀行、ゆうちょ銀行の預金通帳をもってそれぞれ確認した。 

（２） 諸帳簿及び証拠書類は、適正に保管されていることを確認した。 

 

３．監査意見 

（１） 貸借対照表及び財産目録、収支計算書は会計帳簿の記載と合致し法令及び定款ならびに諸規程に 

従って会の財産及び収支状況を正しく示していると認める。 

（２） 理事の職務遂行に関する不正の行為または法令、定款及び規約に違反する事実は認められない。 
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役員の選任について 

 

役員（会員理事）の辞任にあたり、以下の通り後任役員を選任することについて、総会の承認を求めます。 

№ 役職 候補者氏名 備考 

1 理事 鹿間 久美子 会員理事：新任 

2 理事 高木 憲司 会員理事：新任 

＜補足説明＞ 

任期は２０２6年 6 月の定時総会終結の時までとなります 

 

 

 

 

倫理委員会委員の選任について 

 倫理委員会委員を選任することについて、総会の承認を求めます。 

№ 氏 名 所属団体 

１ 佐久間 貴幸 千葉県弁護士会 

２ 池亀 由紀江 千葉司法書士会 

３ 松尾 明子 千葉県精神保健福祉士協会 

４ 新井 尚美 千葉県医療ソーシャルワーカー協会 

５ 山口 利史 千葉県社会福祉士会 

６ 宮本 哲男 千葉県社会福祉士会 

７ 常陸谷 政彦 千葉県社会福祉士会 

＜補足説明＞ 

任期は２０２7年 6 月の定時総会終結の時までとなります 

 

 

 

 

 

 

議案第 2 号 

議案第 3 号 
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一般社団法人 千葉県社会福祉士会 

 

 

2025年度事業計画および予算 
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1. 基本活動方針 

 

 
 
 
 
 

2025年度の事業計画の柱 

～県民・地域社会に必要とされ、会員がメリットを感じられる会を目指して～ 

当会は、千葉県内の多様な分野で活躍する社会福祉職等で構成され、県全域の福祉をつなぎ、共に力

を合わせることで、より良い社会福祉の実現を目指しています。 

近年、会員数は増加しているものの、会員としてのメリットを実感しにくいとの声もあります。そのため、

コロナ禍から縮小していた地域集会や研修を再開・拡充し、専門職が学び、つながる機会を増やしていき

ます。   

また、新たな形でのフォーラム開催や、他団体との積極的な交流も推進します。 

さらに、県民や地域社会に向けた社会福祉の普及啓発事業や社会貢献活動を強化し、県民や専門職が

困ったときに相談できる体制を整え、連携の機会を充実させます。県民からの持ち込み相談にも積極的

に対応し、普及啓発活動を推進します。また、委員会活動や事務局の負担軽減のため、ICT 化やペーパー

レス化を積極的に進めていきます。 

本会の活動について、ご意見やご要望がございましたら、ぜひ事務局までお寄せください。 

 

2. 2025年度 重点事業内容 

I. ソーシャルワークの実践力向上 

・専門職向けの研修および交流機会を拡充  

・新たに2つの専門職向け研修を企画・実施 

 

II.ICT 活用による業務効率化と事務局体制の強化 

・情報の管理・発信の効率化を推進 

・事務局体制を再構築し、ペーパーレス化を促進 

 

III. 本会の活性化・発展のための組織改革 

・委員会の再編を実施 

・会員の意見を収集する機会を増やす 

 

IV. 県民への社会福祉啓発活動の推進 

・県民フォーラムを開催し、学びや対話の機会を創出 

・社会福祉に関する普及啓発活動を強化 

 

以上の取り組みを通じて、千葉県の社会福祉の向上と発展を目指してまいります。 

 

当会の目的：本会は、社会福祉の援助を必要とする方への生活と権利を擁護し、社会福祉に関する知識

及び技術の普及・啓発を行うとともに、社会福祉事業に携わる専門職員に対する倫理の確保、技能の研

鑽を行うことにより、地域福祉サービスの推進と発展を図り、もって千葉県における社会福祉の増進に寄

与することを目的とする。 
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3.各委員会・部会 

 

(１)総務委員会 

活動方針 

【委員会の活動目的】 

・会員同士がゼネラルにつながる活動 

・他の職能団体との協働による組織強化 

・会の広報誌「点と線の発行」年 3回 

・ホームページの運営 

【これまでの実績と今後の課題】 

企画部会 

・世話人以外の会員による地域集会を柔軟に認めることにより地域集会の再開が進んだ。司法専門

職、他 SW団体、相談支援機関等と共催して複数地域をまたぐ地域集会の開催が増え、2023年度

は全14地区中11地区で延べ30回の開催が見込まれていたが、2024年度は談話室終了後、出

張談話室として名称も「ソーシャルワーカーカフェ」に変更し、交流の場を県内の他地域に広げるこ

とができた。 

広報部会 

・会員内外にソーシャルワーカーの動きや信念などを寄稿いただく、もしくは取材の実施や座談会を

開催し記事を作成。 

・会員に対して、特集号の作成・配布及び点と線発送時のご案内等によりメール配信を推奨し、冊子

配布からの切替えを図ってきた。（Ｒ6.10.25 現在、会員数 1,669 名の内、希望者 755 名にメ

ール配信している。）今後も更にペーパーレス化の対応を検討していく。 

・点と線を一部関係機関に無料配布していたが、SDGS の取り組み、郵便料金等値上げに伴い関係

機関への冊子配布について再検討した。関係機関への冊子配布を廃止しメール配信を推奨してい

く。 

【次年度重点的に取り組むこと】 

・他団体との協働による地域集会の活性化 

・新入会員との活動機会の提供 

・社会福祉士会の活動の魅力の周知・啓発 

・幅広い横の繋がりが出来るような集まりや研修会、交流会を実施して、気軽に社会福祉士が話しや

すい、集まりやすい場を構築していく。 

・会員に声を反映させるためのアンケートの活用 

・ペーパーレス化の推進 

・ＳＮＳを含む「点と線」の発信方法の検討及びホームページの活用 

企画部会活動予定 

① 

 

  

② 

 

企画部会運営費（事業予算：22,500円） 

・臨時及び定例会議 年間3回 

・必要に応じて世話人会を同時開催 年間 1回 

他団体との協働事業（事業予算：32,668円） 

・ソーシャルワーカー三団体協働事業：会議と研修会実施 
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③ 

 

④ 

・福祉と司法の千葉県連絡協議会：通年の会議と研修会、交流会実施 

・スクールソーシャルワーク関連：求人協力、ネットワーク化、研修実施（要見直し） 

福祉職地域交流促進事業（事業予算：400,000円） 

・地域集会 14地区にて延20回（通信費 12回分、会場賃借料7回分、印刷 12回分） 

県内各地での社会福祉士の集い「ソーシャルワーカーカフェ」（年間2回） 

実施時期 5月頃 12月頃  カフェの企画会議（年間2回実施） 

広報部会活動予定 

① 

 

 

② 

 

 

 

③ 

広報部会運営費（事業予算：107,000円） 

広報誌作成にあたる作業に対するスタッフ報酬 1人 1回：1,000円 

ＳＮＳ推進に関する会議等参加報酬 1 人 1回：1,000円 

点と線（会報誌）作成（事業予算：709,000円） 

・年 3回発行、会員の活動発表の場を包含。 

・印刷部数 1,000部 電子メールでの配信も実施 

・発送先：会員・準会員・賛助会員・その他 

ホームページの更新（事業予算：8,000円）  

・対象者：県民及び会員 社会福祉士試験の受験資格者等 

・内容：本会活動情報、求人情報、その他社会福祉士に関連する有益な情報の提供 

備考 

・年3回の『点と線』の発行作業に加え、時世の流れや会の品位に応じた『点と線』の配信方法を検討

し、2026年度の完全なペーパーレス化を目指す。 

・デジタル化に伴い、記事構成や掲載内容、作業工程等を再検討する。 

・事務局と連動し、会員のメール受取状況を把握すると共に、外部発注・発送作業等の調整を図る。

事業収入の減少が予想される。 

 

 

（２）総合相談委員会 

活動方針 

【活動目的】 

総合相談は、分野や属性にとらわれない包括的・専門的なソーシャルワーク活動の総称である。

具体的には、様々な相談を受け止め、適切な機関・制度、サービスにつなぎ継続的にフォローしてい

く活動であると言える。総合相談に関わる社会福祉士にとって一番大事にしたいことは、様々な機

関とのつながりを軸に、地域共生社会の構築に向けた、専門分野（縦）と幅広い連携（横）の繋がりを

意識することである。また繋がりをベースに、様々な相談を受け止めるための価値、技術や知識を

学び、相談援助職としてのスキルアップを図ることを目指していく。 

具体的な活動としては、下記を予定する。 

①市町村や地域包括支援センター職員を対象とした研修開催や、虐待対応専門職チーム員として

の会議参加等を通じ、高齢者虐待に関わる関係機関の支援を行う。 

②障がい分野の支援職を対象とした「専門コース別研修【意思決定支援】」を開催し、障がい分野

に関わる関係機関の支援を行う。 
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【これまでの実績と今後の課題】 

総合相談委員会では、千葉県からの受託事業として高齢者虐待防止対策研修を開催しており、

2019年度からは現行カリキュラムに対応している。2020年度以降ZOOMを活用して開催した

ことで遠方の方の参加が増え、受講人数が増加傾向にある。 

県の高齢者虐待対応専門職チームへの派遣要請に対し、所定の研修を修了した会員を派遣し、必

要な助言を行っている。市町村から市町村職員や地域包括支援センター職員向けの高齢者虐待対

応研修講師派遣依頼を受け、講師として会員を派遣している。 

2023 年度に新たに千葉県から受託した「専門コース別研修【意思決定支援】」を 2024 年度も

受託し（3 月 17 日（月）に）開催した。障がい分野で支援にあたる職員への価値向上に寄与する研

修であり、2025年度は新たに事業を計画する。 

今後の課題としては、分野横断の取り組みを検討する。 

権利擁護部会（旧虐待対応部会） 

① 

 

 

 

② 

高齢者虐待防止対策研修（事業予算：1,360,000円） 

・管理職、初任者対象 年間 1回 実施時期 2025年 8月 

・現任職員対象 年間１回（3日間）実施時期 2025年 11月から 12月 

・専門研修 年間 1回 実施時期 2025年 2月頃 

高齢者虐待対応専門職チームへの派遣（事業予算：14,000円） 

千葉県弁護士会と協働して、市町村や地域包括支援センター等からの要請に応じて高齢者

虐待の相談対応を行う。 

総合相談支援部会（旧相談部会） 

① 専門コース別研修【意思決定支援】（事業予算：254,000円） 

2026年 2月から 3月頃開催 

 

（３）研修委員会 

活動方針 

社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上、倫理及び資質の向上のために、生涯にわたって研

鑽を重ねることを目的とした『日本社会福祉士会生涯研修制度による研修』を中心に運営を行い、社

会福祉士の受験対策、倫理綱領、地域共生社会の実現、実習指導者養成及びフォーロアップを実施

し、社会福祉士の資格獲得支援やスキルアップを目指していく。 

（１）基礎研修 

生涯研修制度の基礎課程「基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を開催する。   

基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについては、eラーニング及びオンライン及び一部集合研修にて 

研修を実施する。 

近年、基礎研修Ⅰからの参加希望者が多く、2025年度から定員枠を大幅に増加することとなっ

た．それに伴いスタッフ及び講師不足が深刻化になる可能性がある。社会福祉士として必要な基

礎的な研修項目であり、継続的な運営を図る為、更なる基礎研修Ⅲ卒業生を中心にスタッフ及び

ファシリテーターへの参加の呼びかけ、日本社会福祉士会主催の基礎 

研修講師養成講座への申込の後押しとして予算化を実施するなど、運営継続の体制強化を 

実施していく。 
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（２）実習指導者講習会 

  実習指導者講習会は毎年実施している。厚生労働省では社会福祉士養成カリキュラムの見直しが

なされ、2022 年度から新たな実習養成研修となっている。講師陣は千葉県社会福祉士会で構

成しており、今後も求められる実習指導内容を伝えていく。 

（３）社会福祉士資格取得支援 

  質の高い社会福祉人材の育成に向け、在学中および卒業後の学びの体制を構築していくことが求

められている。民間事業と協力し、受験者支援システムを展開していくことにより、社会福祉士の

合格へと導いていく。 

（４）その他研修企画 

  ①倫理綱領研修 

専門職として社会福祉士に求められている項目であり、会員、非会員に関係なく必要性を意識

した研修企画を実施する。 

  ②地域共生社会の実現に向けての研修 

地域での社会福祉士の立ち位置を学び、地域共生社会の実現に向けた専門職の養成を図って

いく。 

③実習指導者フォローアップ研修 

   2022 年度から新たなカリキュラムに内容が変わったことで、実習指導者講習会の受講生から

実習指導が難しいとの意向を受けてフォローアップ支援を行う。 

活動予定 

① 

 

 

 

② 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

研修啓発部会運営（事業予算：300,000円） 

・全体会議 年間2回 基礎研修会議（１回） リーダー会議（2回） 

 その他新たな会議（6回）日本社会福祉士会主催 生涯研修委員会会議参加 年 2回 

・県民公開講座 千葉県社会福祉士会として開催（予算化のみ 30,000円） 

日本社会福祉士会主催 基礎研修養成講座参加費用（事業予算：118,800円） 

基礎研修事業(日本社会福祉士会 委託事業） 

ア 基礎研修Ⅰ （事業予算：600,000円） 

・対象者： 100 名程度 

・実施時期2025年5月～2026年 3月（年2回） 

イ 基礎研修Ⅱ （事業予算：1,800,000円） 

・対象者： 45名程度 

・実施時期2025年5月～2026年 3月（年 10回） 

ウ 基礎研修Ⅲ （事業予算：1,800,000円） 

・対象者： 45名程度 

・実施時期2025年5月～2026年 3月（年8回) 

実習指導者講習会（事業予算：400,000円） 

・対象者：30名程度 

・実施時期2025年 11月中旬 

社会福祉士資格取得支援(国家試験受験対策） 

ジェイシー教育研究所WEB模試問題作成（事業予算：1,575,920円） 

・実施時期2025年6月～2026年 3月 

・実施時期2023年 11月中旬 
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⑤ 

 

 

⑥ 

 

 

⑦ 

 

 

社会福祉士資格取得支援(国家試験受験対策） 

倫理綱領研修（事業予算：79,000円）  

・対象者： 26 名程度 

・実施時期2026年3月 

地域共生社会の実現研修（事業予算：105,000円） 

・対象者： 26 名程度 

・実施時期2026年 1月 

実習指導者フォローアップ研修（事業予算：79,000円） 

・対象者： 26 名程度 

・実施時期2026年3月 

備考 その他の活動 

・日本社会福祉士会 生涯研修委員会議（年 2回9～10月頃・東京） 

【①研修啓発部会運営内にて参加費及び交通費予算化】 

・日本社会福祉士会 基礎研修講師養成研修（2～3月頃・東京）  

【②基礎研修講師養成講座参加費予算化】 

 

（４）権利擁護センターぱあとなあ千葉運営委員会 

活動方針 

権利擁護センターぱあとなあ千葉 運営方針（2025年度） 

権利擁護センターぱあとなあ千葉は、成年後見制度の担い手として専門職後見人を養成し、家庭

裁判所・自治体・中核機関・関係機関等からの要請に応じて適切な後見業務を遂行する。   

地域共生社会の実現に向け、「地域連携ネットワーク」の構築や「権利擁護支援チーム」によるチー

ム支援を推進していく。 

登録員が倫理綱領・行動規範に基づき活動できるよう、サポート体制を強化していく。具体的に

は、以下の取り組みを進める。 

• 電話相談、個別面談、初任者同行訪問の実施 

• 事務局および運営体制の整備、充実（特に ICT 化推進、事務局との分担、運営のマニュアル

化、支部制の準備） 

• 運営委員長・副委員長への手当支給による業務執行基盤の強化 

また、ICT 化・デジタル化を推進し、活動報告書のシステム化、研修申込み手続きの電子化、研修

資料やぱあとなあニュースの配信による更なるペーパーレス化を進める。 

2025 年 4 月からの裁判所の統一書式導入および国の第二期成年後見制度利用促進計画を踏

まえ、意思決定支援やチーム支援、専門職後見人の質の向上に努める。登録員の高齢化や病気等に

よる業務継続の困難、辞任、苦情対応、多数受任者の課題整理、リスク管理、困難ケースの対応につ

いても組織として適切に対処し、近い将来支部での対応力を目指す。各地域での勉強会の支援も積

極的に行う。 

家庭裁判所からの年間約 500 件の依頼のうち、約 70 件が辞退となっている現状を踏まえ、今

後の受任体制やコーディネートを見直す。自治体・中核機関・家庭裁判所との情報共有や協議を強化

していく。 

さらに、千葉県・県社会福祉協議会、市町村、中核機関、三士会との連携を深め、市町村の利用支
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援事業の拡充を図るとともに、成年後見制度の健全な発展に向けたソーシャルアクションや啓発活

動を推進していく。 

【2025年度 重点取組課題】 

1. 財政基盤の整備 

o 名簿登録料・受任会費の運用について 

2. 組織・事務局の強化 

o 支部制移行を見据えた中長期的な組織運営・事務局体制の整備 

3. 登録員の支援と業務改善 

o 新規受任支援、育成登録の強化、電話相談、研修の充実、 

o 支援困難ケース、登録員の高齢化・病気・苦情案件への助言・指導 

o 多数受任についての課題整理、リスク管理 

4. ICT化の推進 

o 業務のデジタル化による効率化 

5. 研修の充実と標準化 

o 研修プログラムの充実と強化 

o 運営の標準化（マニュアル化） 

本計画に基づき、安定運営と発展を図り、より良い権利擁護支援を実現していく。 

運営委員会活動予定 

① 

 

 

 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

 

⑥ 

 

運営委員会（事業予算：734,000円）  

・会議 年間9回（オンライン 7回、集合2回）、3役会議（オンライン 20回） 

ぱあとなあ千葉の運営決定機関、事業計画、予算の立案、報酬助成承認、登録員の助言指導、

困難ケース、苦情対応、関係機関との連携、委員や講師等の推薦、派遣、理事会への報告 

全体会（事業予算：（事業予算：69,500円） 

運営委員会が主催し、登録員に対し、ぱあとなあ千葉の事業に関する報告、情報提供、諸課題

に関する意見交換を行う。 年 1回 

ぱあとなあ千葉ニュース（事業予算：40,000円） 

登録員向けニュースレターの発行。発行は年4回（新ホームページよりダウンロード） 

渉外・ソーシャルアクション（事業予算： 80,000円） 

一般市民、部外関係機関等に対する広報、渉外、ソーシャルアクション等を行う 

ICT推進  (事業予算：220,000円)    

会議 年 3回(オンライン)52,500円 

日本会システム料60,000円、システム管理スタッフ 120,000円 

支部設立準備会（事業予算：40,000円） 

各地域の支部作り（ブロック化）の準備。・会議 年 4回 

研修部会活動予定 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑨ 

 

研修部会運営（事業予算 75,000円） 

・会議 年 3回 

成年後見人材育成研修（事業予算：896,000 円） 収入 2,200,000 円(55,000 円×40

名) 

基礎研修Ⅲ修了者を対象、成年後見人の人材育成研修の開催。 

・年１回4日間 対象者：基礎研修Ⅲ終了者 受講単価55,000円 
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⑩  

 

 

⑪  

 

 

 

⑫  

 

 

⑬  

 

 

 

⑭ 

 

 

名簿登録研修（事業予算：159,000円）     収入 165,000円(5,500円×30名) 

上記の成年後見人人材育成研修修了者を対象に、ぱあとなあ千葉の登録員となるための研

修の開催。 ・年１回 対象者：人材育成研修終了者 受講単価5,500円 

必須登録員研修（事業予算：348,000円） 収入 370,000円(1,000円×370名) 

登録員全員が対象。後見活動に必須となる基本知識の再確認、新知識の習得等のための研修

開催（年 1回以上の参加が義務。次年度の後見人等候補者推薦の要件）。 

・年 3回（参加者：登録員のべ370名）受講単価 1,000円 

千葉サポート研修（事業予算：291,000円） 収入 300,000円(1,000円×300名) 

実務経験 3 年未満の登録員を対象、後見事務の基本知識、スキルを習得する研修を企画、実

施。・年 6回（参加者：登録員のべ300名） 受講単価 1,000円 

レベルアップ研修（事業予算：214,000円） 収入 240,000円(2,000円×４回×30名) 

実務経験３年以上の登録員の知識、スキルアップに向けた研修を企画、実施する。 

2024年度より弁護士との事例検討会事業と統合し実施。 

・年 3、4回（参加者：登録員のべ 120名） 受講単価2,000円 

未成年後見（事業予算：40,000円） 

未成年後見受任のための体制整備、勉強会の検討。※2025年度より研修部会へ 

・会議 年 2回（集合 1回、オンライン 1回） 

支援者のための成年後見活用講座（事業予算：167,000円）※公益目的事業 

収入210,000円 受講単価一般8,000円 会員 6,000円 

成年後見制度の普及、利用支援等に係わる自治体、福祉関係機関の支援者を対象に任意後見

/法定後見の概要やつながり方、利用の実例を知る研修を企画実施。合わせて基礎研修受講

中の会員に向けて成年後見制度の入門講座とする。 

・年１回（対象者：自治体・福祉関係者、基礎研修受講生など30名） 

コーディネート部会活動予定 

⑮ 

 

 

 

 

⑯ 

 

 

コーディネート（事業予算：955,000円） 

家庭裁判所、自治体等からの後見人等候補推薦の要請を受け、事案に相応しい候補を登録員

の中から選出、依頼、確定し、推薦する。 

・会議 年４回 

・コーディネート作業（550件）1500円×550件＝825,000円 

相談事業（事業予算：605,000円）※公益目的事業 

一般市民、自治体・福祉関係者等から、成年後見制度の活用方法等に関する相談に関して、電

話、訪問・面談に応じる。また、ぱあとなあ千葉登録員から、成年後見人等の活動等に関する

相談に関して、電話、訪問・面談に応じる。 

電話相談 年 150日、訪問相談 年 30件 

電話待機（1日）2,000円×150日（週3日）＝300,000円 

電話相談（1件）1,000円×200件＝200,000円 訪問相談5,000円×15件＝75,000

円 

業務管理部会活動予定 

⑰ 

 

 

活動報告書読込み作業（事業予算：920,000円） 

部会員が、登録員から毎年2月に提出される受任案件に関する活動報告書を読込み、 

後見事務遂行上の課題等を確認する。 
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⑱ 

 

 

⑲ 

・会議 ・点検・読込み作業（定期報告2,500件）（随時報告700件） 

定期読込200円×2,500件＝500,000円、随時読込150円×700件＝105,000円 

受任者面接（事業予算：230,000円） 

活動報告書の読込み等を通じ、課題を抱えている登録員、経験の浅い登録員、多数案件受任

の登録員等に対して、部会員が面談し、必要な場合、指導、助言を行う。 

面接 年 40人 面接日当2,500円×2人×40名＝200,000円 

法人後見事業（事業予算：30,000円）会議費  

報酬助成審査会活動予定 

⑳ 報酬助成事業 

（事業予算 1,880,000円）受任会費3,600,000円（1件 2,000円×1800件） 

無報酬・低報酬案件を受任した登録員に対する報酬助成制度の運用として、原資と 

なる受任会費の徴収、報酬助成の申請受付、審査、支給に関する事務を行なう。 

・受任会費徴収作業・報酬助成受付・審査・支給作業 

・ぱあとなあ事務に関するスタッフ報酬 

・報酬助成 150,000円×12件＝ 1,800,000円 

 その他 

㉑ 

 

㉒ 

独立型社会福祉士部会 準備会 (事業予算：30,000円)  

年 3回会議（オンライン） 研修会の企画 

リスクマネジメント部会 準備 (事業予算：30,000円) 

年 3回の会議 

名簿登録 

㉓ 

 

 

名簿登録料（事業予算1,118,000円）収入：名簿登録料3,760,000円（370名＋60名） 

成年後見人等候補者名簿への登録を行う。又、役員手当を支給する。 

・日本社会福祉士会負担金 370人×1,400円＝518,000円 

・委員長、副委員長手当 委員長 240,000 円、副委員長 120,000 円×3 名＝600,000

円 

 

（５）司法福祉委員会 

活動方針 

司法福祉委員会は、専門分野を越えた連携と地域との連携により高齢者・障害者等の被疑者・被告

人の福祉的支援で関わっていく。刑事司法ソーシャルワーカーとしての実質的な専門性習得を目指

す認定機構研修の「刑事司法ソーシャルワークの実務基礎編・応用編」をオンラインにて開催するこ

とで司法分野の専門性をもった社会福祉士を養成していく。千葉県からの受講者は修了後に刑事

司法ソーシャルワーカーとして登録することが出来る。 千葉県弁護士会からの依頼をマッチング支

援し、登録員が受任し被疑者の支援を実践する。登録員には外部から専門分野の講師を迎えた

ZOOM 研修「学習会」をはじめ各研修や司法福祉に関連する情報を委員会より提供配信する。また

司法福祉委員会として千葉県再犯防止推進計画及び司法と福祉連絡協議会へ積極的に参加すると

ともに、県外の司法福祉担当機関とも情報交換することで隙間のない司法福祉支援モデルの形成

を目指す。 
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活動予定 

研修部会 

刑事司法ソーシャルワーカー養成事業/基礎編・応用編（事業予算：1,200,000 円、財源：参加費

15,000円×40人×2（基礎編・応用編） ・対象者：県内外の社会福祉士、それぞれ40名程度 ・実

施時期 2024年 7月（基礎編）、2024年 10月（応用編）予定 

マッチング部会 

千葉県弁護士会からの依頼を受け、登録員の中から選出し受任している。 選出はそれぞれの地域・

受任者の専門分野を尊重しながら選んでいる。受任件数が伸びないため、今後は弁護士会を通じて

各弁護士事務所への周知広報アプローチを予定している。また報酬の請求方法などについても事務

局協力のもと円滑に実行できるシステムを模索する。実践する刑事司法ソーシャルワーカーに対す

るコーチング、バックアップ機能は 2024 年度より強化しており今後は実践都度の検証や勉強会の

開催を予定している。 

学習会 

2025 年度は 3 回～4 回の開催予定。内容は刑事司法ソーシャルワーク実践者による事例発表検

討会、外部専門講師による講義、いずれもオンラインにて開催する。内容により全国募集での開催と

して、県外の社会福祉士等へも発信していく。（事業予算：80,000 円、財源：参加費 2,000 円×

20人×2回開催） 

備考 

① 今後の司法福祉委員会としては刑事司法ソーシャルワーカーの要請、マッチング、教育、情報

発信だけでなく、他機関や職種と連携協働できるより良い方法を模索していきたい。 

② 司法福祉委員、登録員にとってメリットとやりがいのある委員会にするため、委員会内部の組

織構成、担当制などを見直す。また委員間の連絡や連携を活性化させてチームワークを高め、

ハイパワー＆ハイパフォーマンスな組織を目指す。 

 

（６）災害対策委員会 

活動方針 

千葉県社会福祉士会大規模災害対応ガイドライン（以下、「ガイドライン」）に基づき、以下Ⅰ～Ⅲの

重点的活動方針により、平常時においては大規模災害発生時に備える体制を整備するとともに、

大規模災害発生時には災害ソーシャルワークを根底に据えた被災地支援活動を行う。この方針の

もと、2025年度の委員会活動として以下の事業１、事業２の実施に取り組む。 

Ⅰ 被災地支援体制の整備 

被災地支援活動協力員名簿の適切な維持管理に努め、「ガイドライン」の理解等を目的に、 

「被災地支援活動説明会」を実施する。また委員会・協力員の良好なコミュニケーションを確保す

るために情報共有・意見交換等の活性化を図る。 

Ⅱ迅速かつ的確な被災地支援活動 

 大規模災害発生時には、速やかな会員・会組織の安否確認、被災情報の収集、災害支援本部の立

上げ、ホームページを通じた被災地支援活動への協力呼びかけを行う。県内外を問わず被災地

の状況に応じて、被災地支援のための会員派遣を行う。 

能登半島地震の発生に伴う石川県への会員派遣等による支援活動については、2024 年度に

引き続き、日本社会福祉士会の支援方針等を踏まえつつ必要かつ可能な支援活動を実施する。 
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Ⅲ行政や専門職団体等との連携 

  千葉県、県社会福祉協議会、日本社会福祉士会、他都道府県社会福祉士会のほか、千葉県災害

復興支援士業ネットワーク加入団体（千葉県弁護士会等）、千葉県精神保健福祉士協会、千葉県

医療ソーシャルワーカー協会その他の専門職団体、災害支援 NPO とも情報共有・研修等を通じ

て連携・協力関係の構築を進める。千葉県DWATについても、訓練参加、制度の周知、 

登録員のサポートに取り組む。 

事業１―委員会運営 当初事業予算：120,000円(活動報酬110,000＋交通費 10,000） 

＜１＞事業目的 

大規模災害発生時において、迅速かつ的確な被災地支援活動がおこなえるよう体制整 

備、関係団体との連携構築に取り組む。 

＜２＞計画事業 

・委員会全体会議 2回（オンライン） 

・正副委員長会等実務者会議 必要に応じて適時開催 

・九都県市合同防災訓練参加 1 回 

・情報媒体「災・コ・メ」の発行（PDF オンライン配布）、情報共有メールの送信 

・Facebook グループ『災害ソーシャルワーカー交流空間』の運用 

・日本社会福祉士会、行政、社協等関係団体連携会議への出席 

・千葉県社協災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練参加 

・大規模災害発生時における災害支援本部の立ち上げ、事務局運営 

・被災地支援のための会員派遣に関する説明会・派遣者選考会 

事業―２被災地支援活動説明会 当初事業予算：20,000 円(活動報酬 15,000＋交通費

5,000） 

＜１＞事業の目的 

被災地支援活動への理解促進、協力員登録者の確保・資質向上のために、説明会等（集 

合またはオンライン）を開催する。 

＜２＞計画事業 

・説明会等：① 年度初期の新規協力員登録者向けオリエンテーション 

② 基礎研修「委員会紹介」における委員会活動の紹介 

③ 現任協力員・未加入会員向け被災地支援活動説明会 

・会員派遣による被災地支援活動報告会 

備考 

1 被災地支援活動協力員登録者数：65名（2024年 11月末時点） 

2 災害対策委員会委員数：15名（2024年 12月末時点） 

3 石川県支援のための会員派遣数：11 名（2024年7月～12月） 

 

（７）その他 

① 千葉県社会福祉士会倫理委員会 

会員による倫理綱領違反等が疑われる事案が発生した場合、苦情手続規則に基づき倫理委員

会が審査を行い、本会に所属する社会福祉士の倫理及び資質の向上に努めていく。 
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② 松戸市居住不安定者等居宅生活移行支援事業業務受託 

2016 年度から松戸市より委託を受けている本事業も 9 年目に入り、本業務は、住まいを失っ

た、又は失うおそれのある生活困窮者及び生活保護受給者 （以下「生活保護受給者等」という）に

対し、民間賃貸住宅又は社会福祉法に規定する 事業を行うための施設等（無料低額宿泊所等を

除く。以下「社会福祉施設」という）へ の入居（以下「居宅生活移行」という）を促進するとともに、

居宅生活移行後も地域で の安定した生活を維持し円滑に定着できるように継続して支援し、も

って自立を促進することを目的とする業務である。 

具体的には、（１）支援対象者に対し、居宅生活移行に関する次の相談支援業務を行う。 ① 無

料低額宿泊所等の入居者に対する社会的自立支援に関すること。 ② 居住先となる民間賃貸住

宅及び社会福祉施設の確保支援に関すること。 ③ 家賃滞納者等の家賃の代理納付の推進に関

すること。 （２） 支援対象者に対し、居宅生活移行後の地域生活の定着・維持に関する次の相談支

援業務を行う。 ① 年齢や心身の状況などに応じた支援策の策定に関すること。 ② 円滑な地域

生活への移行及び安定した地域生活の定着・維持のための支援に関することを常勤 1名非常勤1

名を配置して事業受託を継続していく。 

・想定委託期間 ：2025年 4月 1日から 2026年 3月31日まで  

・想定委託金額 ：13,607,539円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:円)

Ⅰ　事業活動収支の部
 1. 事業活動収入

会費収入
会費収入 25,500,000 25,500,000 0
準会員会費収入 4,000 10,000 △ 6,000
賛助会員会費収入 12,000 12,000 0

会費収入計 25,516,000 25,522,000 △ 6,000
事業収入

成年後見制度支援事業収入 210,000 386,000 △ 176,000
ぱあとなあ登録料収入 3,760,000 3,660,000 100,000
ぱあとなあ千葉運営収入 6,900,000 6,365,000 535,000
総務事業収入 66,000 66,000 0
総合相談事業収入 1,738,000 1,484,000 254,000
研修事業収入 6,438,920 6,345,600 93,320
司法福祉事業収入 1,635,000 1,635,000 0
その他事業収入 14,781,539 14,383,691 397,848

事業収入計 35,529,459 34,325,291 1,204,168
雑収入

雑収入 61,500 51,823 9,677
雑収入計 61,500 51,823 9,677

事業活動収入計 61,106,959 59,899,114 1,207,845
 2. 事業活動支出

事業費支出
給料手当支出 14,020,100 14,201,150 △ 181,050
賞与支出 800,000 796,400 3,600
法定福利費支出 500,000 1,200,000 △ 700,000
退職給付支出 60,000 △ 60,000
福利厚生費支出 1,030,000 965,908 64,092
旅費交通費支出 1,012,560 967,960 44,600
通信運搬費支出 1,048,500 2,187,100 △ 1,138,600
消耗品費支出 58,000 58,000 0
印刷製本費支出 205,000 223,886 △ 18,886
賃借料支出 1,937,152 2,032,852 △ 95,700
諸謝金支出 4,027,900 3,768,300 259,600
租税公課支出 278,500 296,546 △ 18,046
支払助成金支出 1,800,000 1,300,000 500,000
委託費支出 618,000 504,650 113,350
新聞図書費支出 61,270 △ 61,270
一般管理費支出 1,091,710 1,091,710 0
雑費支出 178,200 311,700 △ 133,500

事業費支出計 28,605,622 30,027,432 △ 1,421,810

収支予算書(当初予算)
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B) 備考
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(単位:円)

管理費支出
役員報酬支出 1,300,000 1,325,000 △ 25,000
給与手当支出 9,600,000 9,125,000 475,000
賞与支出 1,100,000 1,700,000 △ 600,000
法定福利費支出 2,500,000 2,500,000 0
福利厚生費支出 200,000 220,000 △ 20,000
旅費交通費支出 350,000 350,000 0
役員旅費支出 150,000 150,000 0
通信運搬費支出 1,800,000 1,900,000 △ 100,000
消耗品費支出 450,000 450,000 0
印刷製本費支出 950,000 950,000 0
水道光熱費支出 250,000 250,000 0
賃借料支出 1,000,000 1,050,000 △ 50,000
慶弔費支出 30,000 30,000 0
委託費支出 12,395,000 12,395,000 0
租税公課支出 720,000 720,000 0
保険料支出 50,000 50,000 0
役員選挙事務費支出 20,000 20,000 0
会議費支出 50,000 110,000 △ 60,000
支払手数料(管理費） 200,000 200,000
諸会費支出 30,000 30,000 0
雑費支出 50,000 250,000 △ 200,000

管理費支出計 33,195,000 33,575,000 △ 380,000
事業活動支出計 61,800,622 63,602,432 △ 1,801,810

事業活動収支差額 △ 693,663 △ 3,703,318 3,009,655
Ⅱ　投資活動収支の部

 1. 投資活動収入
投資活動収入計 0 0

 2. 投資活動支出
固定資産取得支出

ソフトウェア購入支出 2,420,000 2,420,000
固定資産取得支出計 2,420,000 2,420,000

投資活動支出計 2,420,000 2,420,000
投資活動収支差額 △ 2,420,000 0 △ 2,420,000

Ⅲ　財務活動収支の部
 1. 財務活動収入

財務活動収入計
 2. 財務活動支出

財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出
当期収支差額 △ 3,113,663 △ 3,703,318 589,655
前期繰越収支差額 52,512,851 60,515,528 △ 8,002,677
次期繰越収支差額 49,399,188 56,812,210 △ 7,413,022

収支予算書(当初予算)
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B) 備考
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千葉県社会福祉士会 委員会の再編について 

 
委員会再編検討に至った背景 
  前任期の理事において、改選によって交代していく理事が筆頭となる各委員会において、引継がない 
まま新理事が委員長となり委員会を推進していくことの難しさへの意見が生じたこと、委員会によ 
っては千葉県等からの受託事業が主な活動となり、その主たる活動者やとりまとめ者が必ずしも理 
事ではないこと、様々な福祉課題が生じる中で、縦割りの活動ではなく、柔軟な活動ができる委員会 
が必要ではないか、理事しかり担い手不足の課題が生じている…等々の意見を踏まえ、千葉県社会福 
祉士会における委員会の見直しや代議員の選出区分の見直しの話が持ち上がった。 

 
 

 
 
委員会再編に係る課題 
  ➊自主的な活動と受託事業との整理 
   ⇒前述のとおり、再編のひとつに、受託事業の取り扱いについての議論があり、委員会の自主的な 

活動ではなく、受託事業であることによる人員の配置や業務遂行の責務（どの事業にも責務は伴 
うが…）が伴うため、委員会とは切り離し、会の事業として実施・管理していく必要があるので 
はないかという意見が生じた。 
一方で、会の事業とした時の担い手となると事務局職員になるため、現業とのバランスが維持で 
きるのか否かという意見も出ていた。 
 

（現行組織図） 

災害支援本部（発災時） 
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  ❷担い手 
   ⇒上記と同様となるが、委員会には、担当理事が必要であることや事務局の業務とした場合にお 

いても、理事と事務局の業務・担当のすみ分けが必要となるのではないか。 
  ❸理事改選における継続性 
   ⇒委員会再編となると、各委員会が担う業務の整理や予算の付け替え、理事のみならず、従事する 

会員等への周知や理解等が必要となり、一朝一夕には再編ができない状況にもあるが、理事の任 
期が限られている中で、どこまで編成ができるのか…という時間的制約があるのではないか。 

 
※ 委員会再編案 
  （案 1）現状維持 
 
 
 
 
（案 2）受託事業のみ切り出し 
 

 
 
 
 
  （案 3）受託切り出し＆各委員会再編 
 
 
        
 
 
 
  （案 4）ぱあとなあ千葉を理事会直結にする。 
              
      
  
 
 

 

 

 

 

理事会 

総務委員会 総合相談委員
会 

研修委員会 ぱあとなあ千葉 

司法福祉委員
会 

災害対策委員
会 

松戸事業
等 

松戸事業/高齢者虐待対応等 受託事業 

総務委員会 総合相談委員
会 

研修委員会 ぱあとなあ千葉 

司法福祉委員
会 

災害対策委員
会 

理事会 松戸事業/高齢者虐待対応等 受託事業 

総務委員会 （仮称）研修・総合相談委員
会 

ぱあとなあ千葉 

災害対策委員
会 

司法福祉委員
会 

理事会 松戸事業/高齢者虐待対応等 受託事業 

総務委員会 

総合相談委員
会 

研修委員会 

ぱあとなあ千葉 

司法福祉委員
会 
災害対策委員

会 

三役会 
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2025 年度 千葉県社会福祉士会 アクションプラン 

     ふるってご参加ください！！！ 

  
～県民・地域社会に必要とされ、会員がメリットを感じられる会を目指して～ 

 当会は、千葉県内の多様な分野で活躍する社会福祉職等で構成され、県全体の福祉をつなぎ、ともに力

を合わせることで、より良い社会福祉の実現を目指しています。近年会員数は増加しているものの、会員

としてのメリットを実感しにくいという声もあります。そのため、コロナ禍から縮小していた地域集会や

研修を再開・拡充し、専門職が学びつながる機会を増やしていきます 

 また、新たな形でのフォーラム開催や、他団体との積極的な交流も推進します。さらに、県民や地域社

会に向けた社会福祉の普及啓発事業や社会貢献活動を強化し、県民や専門職が困ったときに相談できる体

制を整え、連携の機会を充実させます。県民からの持ち込み相談にも積極的に対応し、普及啓発活動を推

進します。また、委員会活動や事務局の負担軽減のため、ICT 化やペーパレス化を積極的に進めていきま

す。 

 

2025 年重点事業内容 

Ⅰ. ソーシャルワークの実践力向上 

  ・ 専門職向けの研修及び交流機会の拡充 

  ・ 新たに二つの専門職向け研修を企画・実施 

Ⅱ. ICT 活用による業務効率化と事務局体制の強化 

  ・ 情報の管理・発信の効率化を推進 

  ・ 事務局体制を再構築し、ペーパレス化を促進 

Ⅲ. 本会の活性化・発展のための組織改革 

 ・ 委員会の再編を実施 

 ・ 会員の意見を収集する機会を増やす 

Ⅳ. 県民への社会福祉啓発活動の推進 

 ・ 県民フォーラムを開催し、学びや対話の機会を創出 

 ・ 社会福祉に関する普及啓発活動を強化 
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地域集会を生かす取り組み！ 

地域集会にできるだけ理事が参加し会員の現状や会に求めていることについての意見を伺う、会活動に

ついて伝える機会を増やす。 
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